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大気質 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

001 

調査地点 

溝辺観測所は約 13.3km 離れている。近

年の局地的豪雨の発生などを考慮すると

溝辺観測所のデータは使うべきではない。

霧島地区内であっても降雨、風向きなどは

異なる。早期の計画地近辺の定点観測を求

める。 

溝辺地域気象観測所のデータは参考データ

として活用し、別途、事業実施区域内で風向

風速、降水量の連続測定を行います。 

なぜ、溝辺地域気象観測所のデータが

参考になるのか、その理由を明らかに

すべきです。 

002 

調査地点 

大気汚染の指標として霧島市国分中央の

霧島測定局を用いているが、計画地と国分

市街地は全く異なった大気質であり、指標

として用いるべきではない。早期の計画地

近辺の定点観測を求める。 

霧島環境大気測定局のデータは参考データ

として活用し、別途、事業実施区域周辺で降

下ばいじん量の調査を行います。 

なぜ、霧島市国分中央の霧島測定局デ

ータが参考になるのか、その理由を明

らかにすべきです。 

003 

粉じん等 

造成工事及び資材運搬車両走行に係る大

気質の粉塵等が選定されていないのは不

適切。 

土砂の搬入・搬出は原則行いません。また、

資材等を運搬する工事車両については、タ

イヤ洗浄、出入口の散水など、砂埃等の発生

防止対策を行うことにより、生活環境に影

響が及ぶおそれはないと考え、選定してお

りません。 

住民は影響があると指摘している。 

それを無視するのは許せない。 

切土、盛土量の差は５万㎥の記載があ

る。 

004 

粉じん等 

散水用の水の運搬車両、伐採樹木の売却や

リサイクルに係る搬出車両など、計画地に

出入りする車両は多いと考えられること

から、車両走行に伴う粉じん等を選定して

ほしい。 

散水用の水源は、場内での確保を検討しま

す。伐採樹木は現地でチヅブ科して場内利

用するものもありますが、売却できる樹木

の搬出車両等については、タイヤ洗浄、出入

口の清掃、散水を行って一般道に砂埃が飛

散しないよう対策を講じてまいります。 

 

 

 

 

 具体的な散水用の水源の場所を明

示してください。おそらく採水場は

地元の農業用水の源流です。 

 チップ化で発生する騒音対策が示

されていない 
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005 

粉じん等 

風、土埃の影響を受けるのは、高千穂リゾ

ート自治会。洪水災害、農業被害が想定さ

れるのは枦田、待世、駅前、湯之宮、大窪、

梅北、豊後迫、川北等の各自治会と認識す

べきである。 

ご意見を踏まえて、環境影響評価及び造成

計画設計を行ってまいります。 

その造成計画は、いつ、どのような形

で住民に示されるのですか？ 

006 

粉じん等 

トラックが土を運ぶ時の騒音や危険さも

ですが、砂がトラックからこぼれ、道路に

落ち、風で舞い上がり、風の強い日の工事

現場等は砂嵐でした。  

土砂の搬入・搬出は、原則行いません。 切土、盛土量の差の５万㎥は闇に消え

るのか？ 
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粉塵、騒音、振動 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

007 

調査範囲 

粉塵等、騒音・振動の影響範囲の判断根拠

が不適切で妥当性に欠けるので見直し必

要。 

粉じん等、騒音、振動の影響を受けるおそ

れがある範囲は、表 4-4（4-5頁）に記載

していますとおり、文献や理論的な計算上、

影響が及ぶおそれがあるとされる範囲の３

倍～5 倍程度を設定しており、これらの項

目の現状を把握すべき範囲を十分に網羅で

きると考えております。 

地域特性を無視した見解です。 

3 倍～５倍と設定した範囲が僅か 500ｍ

とは地域住民の生活実態を無視していま

す。 

008 

エ事中の大

気、騒音 

空気の良さ、静けさが自慢の所である。山

の何処かで木の伐採作業、草刈り作業の音

は谷に響き聞こえてくる。その他は小鳥の

さえずり程度で静かな場所である。樹木伐

採、切土・盛土の重機が動く音は聞くに堪

えない。 

工事中の粉じん等、騒音については、予測

及び評価の結果に基づき、日常生活に支障

を及ぼさないよう適切な対策を講じてまい

ります。 

意見にありますように静かな場所です。適

切な対策とは何か具体的に示してくださ

い。 

009 

調査地点 

 大気質、環境騒音・振動の調査地点に枦

田、白土の集落、翔朋園、高千穂リゾー

トを追加してほしい。一方で、調査地点

になっている遠見松は影響を受けると

は思えない。 

 事業実施区域周辺 500ｍ内の集落、民

家等の分布状況を考慮し、代表地点とし

て北側は遠見松集落、・・・」とあるが、

遠く離れた遠見松を加えた理由を明ら

かにしてください。特に高千穂リゾート

は大きな影響を受ける、高千穂リゾート

のＳ街区、Ｔ街区、Ｕ街区を含めること

を強く要求する。翔朋園、枦田集落も調

査地点として含めることを要求する。 

土地所有者様に現地調査の土地の借用許可

をいただけた場合は、ご意見を受け、遠見

松公民館（P-1）をより事業実施区域に近い

翔朋園に、また高千穂リゾートと事業実施

区域の境界部に設置しているP-3地点を高

千穂リゾート内への移設を検討します。 

枦田については、遠見松（P-1）と事業実施

区域からの距離がほぼ同じで隣接する地区

であることから、より事業実施区域に近い

翔朋園を代表地点とします。白土について

も翔朋園と近く、静穏な場所であり、現状

における粉じん等、騒音、振動の状況に差

はないと考えられますので、翔朋園を現地

調査地点の代表とします。 

影響を殆ど受けない地域を調査地点とし、

影響を受けると地域住民が主張する地点

を含めない調査は無意味です。 
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水質 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

010 

記述内容 

水質の影響範囲について、霧島川とその支

川の狩川だけは、ここに書いてある。相尾

川には４と６番の約 1/3 区域の流水を流

す予定なら、この欄も具体的に記載すべき

である。赤谷川の記載もない。下流河川ま

たは水路について記載してあるが具体的

にどこの河川なのかどこの水路なのか不

明である。 

準備書では、調整池からの放流経路につい

て、わかりやすい図面を作成し掲載いたし

ます。なお、４号調整池と６号調整池は相

尾川を流末とし、狩川に合流させる計画で

す。また、３号調整池は赤谷川を流末とし、

霧島川に合流させる計画です。 

方法書に記載している流末処理が間違っ

ていると指摘している。 

速やかに図面を地元に提示し、その協議の

結果で調査を行うべきです。 

準備書で明らかにするとの見解は納得で

きない。 

011 

水質汚濁 

防止対策 

方法書には、濁水の流出を防止すると書か

れている。一方で、この選定した環境影響

評価項目についての説明では、土地の造成

等の施工に伴って発生する降雨時の濁水

の流出により、下流河川または水路におい

て、水利用等が影響を受けるおそれがある

ためと書かれている。流出を防止するのか

又は流出するのか、どちらか分からない。

水質汚濁防止の記載のある通り、濁水の流 

出防止を貫徹されるよう環境保全の観点

から意見する。また、おそれのある開発行

為は自然環境を壊すおそれが大きいので

やめて頂くよう意見する。 

環境影響評価項目は、「影響が及ぶおそれが

ある」ものとして選定しています。予測の

結果、「影響が及ぶ」とされる場合には、影

響を回避・低減するための対策を追加検討

していくのが環境影響評価の流れになりま

す。濁水の流出については、特に注意を払

って検討を進めてまいります。 

住民にいろいろと意見を述べさせ、行政に

見解という答えを出すだけで、当意見を書

いた住民の納得いく答えになっておりま

せん。はぐらかしているような感じがいた

します。 

検討を進めてまいりたいが、市民の意見に

は耳を貸さない悪質業者と思われます。 

「地元住民は影響が及ぶ恐れがある」と指

摘している項目を環境影響評価項目に選

定しない理由が知りたい。 

012 

調査地点 

水質に係る調査予測及び評価の手法につ

いて、説明位置図をみると相尾川の調査地

点は W-7のようある。しかし、相尾水利

組合の水路堰は W-7 の約 600m 上流部

である。水田下流部で調査され説明が、も

しあっても納得できないのでポイント変

貴重な情報、ありがとうございます。ご意

見を受け、相尾川のW-7地点は、約 600m

上流の道路と交わる箇所に移設します。ま

た、W-7地点から数百・上流の川幅が狭い

地点における流量測定についても、水利組

合様に相談の上、機器の設置にご承諾いた

計画遂行上の具体的フォローを入れれば、

「ありがとうございます」といかにも良心

的な企業であるかの如く、水利組合も水利

組合様と様まで付けて、行政に見解として

アピールしている。当意見を書いたもので

すが、私の最後のページの意見に書いたよ
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更を、W-7 の約 6001上流部と霧島市道

が交わる点の相尾川地点にされるよう水

田環境の観点から意見する。なお、W-7か

ら数百ｍ上流の地点は、2018 年７月に

水が溢れた箇所である。すべての調査は不

要だが、相尾川の一番狭いと思われるとこ

ろなので、調査の基本な手法の（2）流量

のみを追加されるよう環境保全の点から

意見する。 

だけた場合には、水位計による流量の連続

測定を行います。 

うに、計画業者は水利関係者の土地に無

断・無許可で立ち入っており、方法書を作

成している。証拠として方法書に写真掲載

まである。以前実施した測量時にも隣接土

地にも「無許可侵入」し霧島警察に通報さ

れたと聞く、当組合は貴社への信用はまっ

たくありません。水利組合は現況が一番な

ので開発承認は一切いたしません。早いこ

の段階で申し上げておきます 

013 

調査方法 

水質に係る調査予測及び評価の手法につ

いて、調査の手法、調査期間について 

（1）の水の濁りの状況の中で降雨時の２

日とあるが、さらに豪雨時（1 時間に 30

ｍｍ程度）の調査を追加されますよう環境

保全の観点から意見する。加え、降雨時の

1～2 時間ピッチで６回採取とあるが、調

整池の大雨規模ごとの排出量及び排出日

数時間もその雨量ごとその都度かわるこ

とから、降水後の透明度回復状態を調べる

ため、二日後、三日後、四日後の採取も必

ず調査されるよう水田環境保全の観点か

ら意見する。さらに（2）流量の状況に降

雨時は増水するのが当たり前なので命に

危険が生じない限りは、小さな小川、相尾

川の実態を把握し、環境影響調査に生かす

ため、流量測定を必ず行って頂くよう環境

保全の観点から意見する。 

 

 

降雨時調査を行う２日のうち、少なくとも

１日は１時間 30mm の豪雨が観測される

日となるようにします。また、ご意見を受

け、降雨後の水の濁りの回復状況を把握す

るため、１日後、２日後、３日後の水質調査

（1 日１回採水）を追加します。豪雨時の

流量測定については、人命に危険が生じな

い限りは、工夫してデータの取得に努めま

す。 

 この程度の調査は当たり前で、危険を生

じたら調査は中止とすると書いた方法

書の説明がずさんすぎる。このことも、

意見を書いた住民に知らせずに行政に

提出するだけのこと。環境影響評価に疑

問を生じる。なお、当見解の文書は霧島

市への開示請求に伴い住民が見ること

ができた。行政も意見を書いた住民に、

請求を受けたからではなく、もっと積極

的に開示すべきである。 

 この地域では時間雨量30mmは豪雨で

はありません。100mm 超の降雨が必

ず発生します。豪雨時の濁り観測を要求

します。 
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014 

水質汚濁 

防止対策 

相尾地区水田耕作者としては、調整池の排

水口が濁るようでは、環境に影響があると

考える。濁水は必要に応じてではなく常に

対策を講じ続け、工事中でも定常の状態で

も、開発前と同じ状況であることが環境保

全だと意見する。 

濁水防止対策は、常時徹底します。  濁水防止対策は、常時徹底しますという

ことですが、勝手に水田に無断侵入した

業者なので信用できません。 

 徹底した濁水防止対策の結果改善され

なかったらどうしますか？ 

徹底した濁水防止対策の結果、改善され

なかった実例が近辺にあります。 

015 

影響範囲 

水質の影響範囲（3km）は、流域を考慮す

ると鹿児島湾流入域まで影響範囲を拡大

すべきである。 

（他、同趣旨意見１件） 

水質の調査範囲は、本地域の主要河川であ

る霧島川に狩川が合流し、十分に混ざり合

う地点までを含んでおり、逆にこの地点よ

りも下流側に影響を及ぼすことがあっては

ならないと考えております。 

下流側に影響を及ぼすことがあった時に

どうするのですか？ 

016 

水質汚染 

今回の設置エリアには水源が２ヵ所あり、

地域の飲み水として使われている。発電機

械から流れ出る水質汚染が懸念される。 

本事業による有害物質の使用はありません

が、ご意見を受け、水源地の水質について

は工事中、存在・供用時を含めて、継続して

モニタリングを行っていくこととします。 

共用開始後も継続モニタリング実施の確

約と受け止めるが、その具体的な方法を示

してください。 

017 

水質汚染 

雑草等の駆除のための除草剤の使用は水

源があること、川につながることを理由に

禁止することを確約してほしい。 

除草剤は使用しません。  

018 

下流河川へ

の水質影響 

雨水等の排水について「事業実施区域は、

霧島川とその支川である狩川の間にあり、

事業実施区域からの排水はこれらの河川

に流入する。本事業では事業実施区域を流

域区分し、各流域の末端に仮沈砂地も兼ね

た雨水調整池を設置する」とある。実際は

準用河川の狩川、菅谷川、相尾川、赤谷川

を経由し、霧島川に流入する。調整池とこ

れら準用河川への流入について明らかに

し、影響要因としての明記を求める。 

調整池の流末河川については、雨水排水の

影響対象としてすべて明記します。 

どの時点で明記するのですか？ 

方法書の訂正を求めます。 
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019 

下流河川へ

の水質影響 

私共、狩川水道組合は今回計画されている

メガソーラー用地の中央部に位置する霧

島市所有の土地を水源とする湧水を利用

して、50数年にわたり命の水として生活

してきた。今回メガソーラー建設を計画す

るにあたり、これからも将来にわたり、こ

の｢命の水｣の水質が変わりなく将来にわ

たり利用することができるのか、命を守る

水として安全なのか、しっかりと評価検証

して欲しい。 

(他、同趣旨意見１件) 

湧水及び調整池の流末にあたる河川の水質

と水量については、しっかりと評価検証し

てまいります。 

水質を守ると確約すべきです。 

020 

下流河川へ

の水質影響 

計画地から沢、準用河川を経て霧島川に至

る排水経路になろう。農業用水への影響が

懸念される。 

調整池の流末にあたる河川の水質、水量に

ついては、農業用水の利用に対する影響に

配慮して、予測、評価を行ってまいります。 

霧島市では農業用水、農地に濁水が流れた

事例が多数あります。地域住民の予測は当

たります。濁水流入は発生します。 

021 

記述内容 

方法書 4-6 頁の雨水の排水の記載につい

て、調整池に集水した後、水路又は霧島川

の支川である狩川を経由して霧島川へと

流入するとあるが水路とは何か。 

水路とは、調整池から河川までをつなぐ、

新たに設置するものも含めた排水経路を指

しています。河川として霧島川、狩川だけ

でなく、赤谷川、相尾川、菅谷川も明記しま

す。 

どの時点でどの書類に明記するのです

か？ 

方法書の訂正を求めます。 

022 

記述内容 

方法書 4-6 頁の雨水の排水の記載につい

て、本事業による水の濁りの影響が最も大

きいのは霧島川であるとの記述は誤り。最

も濁水の影響を受けるのは準用河川の流

れる地域である。 

ご指摘の通りです。準備書では表現を改め、

修正します。 

この項では準備書での修正と書かれてい

る。 

誤った記述の方法書に沿った環境影響調

査は無意味である。方法書の訂正を求め

る。 

023 

水の濁り 

造成中に子供が雨上がりの自宅近くの水

溜まりで遊んでいて溺死しました。泥水で

深さの変化が分からなかったからです。 

事故防止のため、工事区域には立ち入りが

できないよう対策を講じます。 
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地下水 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

024 

水源湧水の

水質、水量 

 関係する湧水として大田水源、中原水源

の記載があるが、他に小窪水源もある。

地域の者が綺麗な水として活用してい

る。上位置の樹木伐採、土地形状の改変

を考えれば、影響が出ないはずがなく、

それを予測することなど出来るはずが

ない。結果として想定外であったとは許

されない。大田水源は、湯之宮地区の簡

易水道として現在使われている。水量減

少、水質悪化させないという確約が出来

るのか。 

 地下水に係る調査地点として湯之宮集

落が使っている簡易水道、霧島市上水道

の下部水源を含めることを要求する。

S-2 の湧出量よりも、北側の霧島市所有

地の湧出量が多い。小窪湧水も欠落して

いる。この２地点を湧水調査に加えるこ

とを求める。 

小窪水源については、霧島市に確認しまし

たが、その存在を把握していないとのこと

でしたので、ご意見をいただいた方に連絡

をとって、必要と判断される場合には調査

対象に追加します。大田水源の利用状況に

ついても霧島市に確認し、「市の管理外での

利用者がいるようである」との情報を得ま

した。この点につきましても、別途情報を

得て追加調査を検討します。 

また、水源地については、調査、予測及び評

価の対象とし、その結果に基づき、影響が

ないよう事業計画にフィードバックしま

す。さらに、ご意見を受け、予測及び評価の

結果に係わらず、水源地の水量と水質の継

続したモニタリングを行っていくこととし

ます。 

水質を悪化させないという確約を求めて

いる。 

水源地の水量と水質の継続したモニタリ

ングを行うとあるが、継続する期間の明示

が無い。 

 

全ての住民意見について以下のような姿

勢をとってください。 

「ご意見をいただいた方に連絡をとって、

必要と判断される場合には調査対象に追

加します。」 

025 

調査地点 

中部水源地、大田水源地を調査予測対象と

しているが、霧島大窪字狩川に下部水源が

ある。水質、水量変化を調査対象とするこ

とを求める。また、「中部水源地、大田水

源地には直接改変がないことを確認して

いる」とあるが、調査対象から除外するこ

とを意味するのか。上部の樹木を伐採し、

切土盛土を行えば、地下水の量、水質への

影響は避けられないはずである。 

ご意見を受け、下部水源地を調査対象に追

加し、中部水源地、大田水源地とあわせて、

水質、水量の調査を行います。なお、中部水

源地、大田水源地は調査対象から除外する

ことはありません。 

地域を知らない事業者である事が如実に

表れている。 
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026 

涵養量 

今回の設置エリアには水源が２か所あり、

地域の飲み水として使われている。開発さ

れた後の水量の減少が懸念される。 

事業実施区域周辺にある２か所の水源地

は、調査地点として選定しています。また、

ご意見を受け、水源地の湧水量については、

予測及び評価の結果に係わらず、事業実施

にあたり継続してモニタリングを行ってい

くこととします。 

継続モニタリングとは何時から何時まで

か、示せ。 

027 

保全 

森林伐採により、水資源を破壊しないでほ

しい。 

子供たちの未来に豊かな自然と安全な水

源は残さなければならない。 

事業実施区域の外緑部を中心に敷地面積の

約 47％を緑地として確保し、地表面は舗装

しないなど、地下水の涵養量の保全に配慮

した計画とします。また、予測及び評価の

結果を受けて、必要な追加対策を講じてま

いります。 

残置森林をどこに確保するのか？ 

明確になっていない。総面積の 47%を残

すと言うがその場所が大きな問題である。 

基本的には全ての敷地境界から３０ｍの

セットバックを要求する。 
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地形及び地質 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

028 

重要な地形

及び地質 

土地及び構造物の存在に係る重要な地形

及び地質が選定されていないのは不適切

である。 

文化財保護法、鹿児島県文化財保護条例、

日本の地形レッドデータブックなどに指

定、掲載されている学術的に重要な地形及

び地質は事業実施区域内には存在していな

いことから、選定しておりません。 
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土地の安定性 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

029 

土砂崩壊 

 シラス土壌は水に弱く、大雨のたびに崖

崩れを起こし、災害が起きてきた。木を

伐採し、土地の表面が露出すると、土石

流など少しの雨でも危険な状態になる

ことが懸念される。 

 計画地は急傾斜地にあり、シラス地に巨

大な石が数えきれないほど存在する危

険な場所である。過去に駅前辺りは激甚

災害に見舞われたこともある。このよう

な場所の樹木を伐採し、切土・盛土を行

う工事はどのような工法を取ろうとも

災害を防ぐことができるとは思えない。 

 （他、同趣旨意見２件） 

現地の地形及び地質の状況を調査し、また

近隣の類似事業の実態も参考にしながら、

安全性の高い設計を行います。環境影響評

価では、この設計を踏まえて、土地の安定

性の評価を行ってまいります。 

地元住民はどのような設計を行おうとも

必ず土砂流出が発生すると断言します。 

地元を良く知る者の強い意見です。 

030 

土地の傾斜 

傾斜地の車の登坂応力は 18 度というデ

ータがあります。計画における 18度以上

の面積を公表して下さい。方法書説明会で

パネル設置場所の傾斜は 10 度以下との

説明がありました。切土を2,207,397 ㎥、

盛土を 2,157,049 ㎥することによって、

パネル設置面積 632,816 ㎡を確保する

には急角度の法面が必要と思われます。

20 度以上の法面が出現するか公表願い

ます。20度以上の法面の発生場所も公表

願います。 

 

 

 

現地測量結果を基にした現状の地形、設計

に基づいた造成後の地形について、傾斜角

を示した図面を作成します。なお、詳細な

設計の図面等につきましては、別途、林地

開発許可の手続きにおいて、説明を行って

まいります。 

林地開発申請書類で示すのではなく、今示

せと要求している。 

出現する法面の高低差、場所を示さないま

まの調査は無意味である。 
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031 

影響範囲 

方法書 4-6 頁の土地の安定性の影響範囲

について、「土地の改変を行う範囲は事業

実施区域内に限られるため、環境影響を受

ける範囲を事業実施区域に限定する」こと

には納得できない。パネルの設置面積

632,816 ㎡、10度以下の勾配地を確保

するには相当な高さの法面が必要となろ

う。どれだけの法面が出現するのか記載が

ない。不安定な法面の崩落が発生すると計

画地と霧島川の間の農地、住宅に大きな影

響があると考えるべきである。 

ご指摘のとおり、事業実施区域だけでなく、

土地の安定性の予測及び評価にあたって

は、より配慮が必要な農地、集落の分布状

況を踏まえて検討を行ってまいります。 

法面の配置を即時示す事を強く要求しま

す。 

032 

設計根拠 

土地の安定性について、設計根拠が示され

ていない。 

土地の安定性についての根拠となる設計に

ついては、方法書縦覧終了以降に行ってま

いります。 

何時、明らかにするのですか？ 

実際の調査に始まる前に明らかにする事

を要求します。 
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反射光 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

033 

航空機への

影響 

鹿児島空港を離発着する航空機が霧島の

上空を通過する。ソーラーパネルがあるこ

とで、航空機の上空通過時に乱反射など悪

影響を及ぼすおそれがある。 

（他、同趣旨意見１件） 

航空機への反射光の影響については、事例

の引用による予測及び評価を行います。 

 

034 

自動車への

影響 

計画地の近くには県道 60 号、市道狩川・

鍋窪線及び市道倉迫・ヤマニタ線建設|計

画の中を市道永池・狩川線と市道菅谷線が

通っており、太陽光パネルの反射及び景観

で交通事故が発生するおそれがある。 

太陽光パネルの反射光の予測では、周辺道

路を走行する車への影響についても検討い

たします。 

道路からの 30ｍ超のセットバックが必

要です。 

035 

住宅地等へ

の影響 

方法書 4-6 頁の反射光の影響範囲の記載

について、計画地より高い地域に多くの住

まいが在ること、観光地であることの配慮

がなされていない。直上位には高千穂リゾ

ートランドがある。近傍には遠見松地区、

杉安病院等からの眺望、及び神話の里公

園、霧島神宮からの遠望も重要である。も

っと広域に設定すべきである。 

ご指摘のとおり、反射光の影響が及ぶ範囲

は、すべて予測の対象といたします。 
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動物、植物、生態系 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

036 

害獣被害 

 猪・鹿など個人で確認しています。開発

された場合、広大な敷地の獣類はどこに

行くのでしようか。現在、里山で農作物

の被害は目に余るものがあり、さらに被

害拡大のおそれがあります。 

 予定地には雑木がまだ残っており、動物

にとって貴重な餌場となっている。餌場

が少しでも減ることで、駅周辺の集落ま

で降りてきて、人間の生活を脅かすこと

になる。 

害獣となる猪、鹿につきましては、調査を

行って生息状況を把握し相当数の生息が確

認された場合にはモニタリングも行い、地

元の猟友会に協力を仰いで駆除を行うな

ど、農作物被害が助長されないよう対策を

講じます。 

理不尽な事業で住まいを追われた猪、鹿を

殺してしまえとおっしゃる見解には疑問

を覚えます。鳥獣保護区でもあるのです

よ。 

037 

保全 

生息する動植物を可能な限り守るように

設計してほしい。 

（他、同趣旨意見１件） 

環境影響評価の手続きを通して、地域一帯

の動物の生息状況への影響をできる限り回

避・低減し、自然との共存を図ることがで

きる事業にしてまいります。 

具体案は全く示されておりません。 

038 

渡り鳥 

渡り鳥を確認しており、鳥たちにとっては

餌場がなくなり、ねぐらさえ無くなりま

す。ソーラーパネルの反射光が及ぼす影響

を考えたことがありますか。 

渡り鳥についても現地調査により生息状況

を把握し、特に重要な種については、種ご

とにその生態に基づき、事業の影響を予測

及び評価します。 

どのようにして保護するのですか？ 

039 

交通事故 

開発地域は鳥獣保護区に指定されている。

小動物がフェンス設置により、道路を横断

しても反対側へ行けなくなって戻る行動

が繰り返され、道路で事故にあう可能性が

増えてくる。 

 

 

 

 

ご指摘のような動物の交通事故にも考慮し

て、フェンスの設置方法について検討して

まいります。 

ナンセンス。改正 FIT 法によってフェン

ス設置は義務付けられています。動物の交

通事故に配慮したフェンス設置方法があ

るのであれば早急に示してください。 
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040 

情報提供 

事業実施区域及びその周辺での記録があ

る両生類、爬虫類、鳥類、昆虫類、魚類、

貝類などの表の出典はあるが、静環検査セ

ンターの直近の近隣地の環境監視調査報

告がある。この報告にこれらの動物相の確

認一覧表が含まれている。正確性の乏しい

情報で、環境影響調査を実施するのではな

いか。 

貴重な情報、ありがとうございます。民間

企業が行った調査結果の情報を他の民間企

業にご提供いただき、準備書に掲載して公

開することにご承諾いただけることがあり

ましたら、活用させていただきます。 

事業者が示した動植物、爬虫類、貝類、昆

虫には欠落があると指摘しています。 

041 

情報提供 

｢事業実施区域及びその周辺で記録がある

貝類｣の一覧にシジミが含まれていない。 

貴重な情報、ありがとうございます。参考

にさせていただきます。 

参考にとの意味が分かりません。生存して

いると指摘しています。 

042 

影響範囲 

方法書 4-7 頁の動物・生態系の影響範囲

の記載について、シカの行動範囲は総合研

究所九州支所の発表資料では最大 5.5km

の移動が確認されている。イノシシの行動

範囲は島根県の調査で2km四方となって

いる。環境研究所の資料で猛禽類のクマタ

力で 3km 四方、イヌワシで 10km 四方

の範囲が行動圈となっている。影響範囲の

拡張を求める。 

ご指摘のセクションでは、行動圈を踏まえ

つつ、「環境影響を受けるおそれのある範

囲」として設定しております。 

環境影響を受けるおそれのある範囲の記

述に誤りがあると指摘しております。 

043 

保全 

山林 135ha のうち約 73ha を伐採すれ

ば生態系が崩れる。 

森の水は海に注ぎ漁業への恵みをもたら

している。この生態系を壊すことは必定。 

環境影響評価の手続きを通して、地域一帯

の生態系への影響をできる限り回避・低減

し、自然との共存を図ることができる事業

にしてまいります。 

自然を破壊する事業を計画しながら自然

との共存を図るなど、大きな矛盾です。 

森を切払い、山を削り、谷を埋める事が環

境破壊でないという理由を示してくださ

い。 
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景観 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

044 

保全 

 観光資源である美しい山々の森林が伐

採され、銀色のパネルが太陽光を反射

するのは景観を損なう。また、霧島は

歴史的に別格の土地で遺跡も多く、パ

ネルを敷き詰められたら完全に興覚め

である。 

 この地区の里山風景は全国に誇れるも

の。太陽光パネルに囲まれて生活する

心理的なダメージは大きい。 

 我が家の眼前に巨大なメガソーラーが

出来たら、何のための別荘か、何のた

めの国立公園かと思います。 

 (他、同趣旨意見 11件) 

景観については、主要な眺望点からだけで

なく、事業実施区域周辺の市道、県道、学

校、住宅地の代表点などからの身近な景観

についてもフオトモンタージュを作成して

検討し、影響を回避・低減するための必要

な対策を講じてまいります。 

影響を回避・低減するための必要な対策

とは何か、具体的に示されたい。 

045 

調査地点 

眺望点として、住宅地からの検証が含まれ

ていないのは何故か。参道沿いの連続した

景観の検証がないのは何故か。調査地点を

限った「点」での検証は不十分であり、県

道沿いの連続した景観の変化の検証が必

要。車高の高い大型観光バスからどのよう

に見えるのかの検証を求める。 

景観の調査地点は、周辺の住宅地も踏査し、

事業実施区域を眺望できる場所を探して選

定しました。県道からの景観については、

調査範囲内の道路を踏査し、計画地をよく

望むことができる地点を選定しておりま

す。なお、他のご意見も踏まえ、事業実施区

域の南側にあたる県道 60 号線の霧島峠を

調査地点として追加します。 

提案を全く無視する姿勢はよろしくない。 

他所からの目線で地元に暮らす市民の気持

ちを理解できるはずがありません。 

046 

予測方法 

県道 60号線、市道永池狩川線は、霧島神

社、高千穂牧場、高千穂河原などの人気の

観光地を訪れる人々が通る道で、幹線観光

道です。このような場所でのバネルは目障

りであり、観光客に不快な思いをさせるこ

とは必至で、長期的観点から鹿児島県の観

県道 60号線、市道永池狩川線を走行し、

最もよく計画地を望むことができる地点を

選定しており、環境影響評価で最も一般的

な手法であるフォトモンタージュ法にて予

測します。なお、ご意見を受け、県道 60
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光業に大きなダメージを与えます｡方法書

では６地点からのフオトモジュールを示

すとありますが、ムービー・モジュールを

使って、60 号線の霧島峠から霧島神宮ま

で、市道永池狩川線の霧島神宮駅から霧島

ロイヤルホテルまでの景観を示してくだ

さい。なお、景観の調査地点に、60 号線

の霧島峠から霧島連山を望む景観を入れ

ることは必須です。 

号線の霧島峠については、調査地点に新た

に追加します。 

047 

道路からの

景観 

市道狩川線沿いの倉迫付近は、残置森林

が確保されていない。この道路は、霧島

神宮駅からアクティブリゾート、高千穂

牧場への観光道路である。加えて高千穂

リゾートの住民の生活道路でもある。６

号・７号調整池、４号・５号調整池に挟

まれた市道にも残置森林が確保されてい

ない。道路の両側にバネルを敷き詰める

計画であり、景観上から容認できない。 

市道狩川永池線からのフォトモンタージュ

を作成し、予測を行います。この結果を受

け、影響がないような対策を講じて事業計

画にフィードバックしてまいります。 

方法書のパネル設置図を元に述べた意見

にまじめに答えてください。 

影響が無いようにするには市道からの

30ｍのセットバックが必須です。 

048 

予測時期 

工事の実施段階での景観が評価されない

のは不適切。 

「鹿児島県環境影響評価技術指針」及び「発

電所の設置又は変更の工事に係る計画段階

配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法

に関する指針、環境影響評価の項目並びに

当該項目に係る調査、予測及び評価を合理

的に行うための手法を選定するための指針

並びに環境の保全のための措置に関する指

針等を定める省令」（以下、「発電所事業に

係る主務省令」という）では、景観の予測は

存在・供用時に実施するよう示されていま

す。景観の予測は、計画する全面積が造成

工事中の見苦しさは見逃してとおっしゃ

るのでしょうか？ 

容認できません。 
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され、すべての太陽光パネルが設置された

存在・供用時を対象に行います。 

049 

住民意見 

景観保全について地域住民の意見につい

ての記載がない。 

景観の調査、予測及び評価の結果は、準備

書にとりまとめて公表し、地域住民の皆 

さまの意見を聴いてまいります。 

 

050 

国立公園 

計画地の近くは霧島錦江湾国立公園があ

り景観を壊す。 

(他、同趣旨意見２件) 

霧島錦江湾国立公園の霧島連山が背景とな

る景観についてもフオトモンタージュを 

作成し、予測及び評価を行います。 

事業者はパネルが見苦しいとの発想が欠

落しています。 

051 

霧島神宮、

霧島神話の

里公園 

 計画地の近くは天孫降臨の地で霧島神

宮があり、景観を壊す。 

 神話の里公園から見える裾野の山々、

錦江湾、桜島などの雄大な景観が大好

きである。その景色の一角に巨大なガ

ラス台地がデンと座ることなど考えら

れない。 

(他、同趣旨意見１件) 

霧島神宮、霧島神話の里公園にある展望台

も主要な眺望点として選定し、フォトモ 

ンタージュ作成します。予測結果に基づき、

影響を回避・低減するよう事業計画にフィ

ードバックしてまいります。 

地元対策を担っていた会社は霧島神宮、

霧島神話の里公園にある展望台から見え

る場所にはパネルを設置しないと地域住

民に説明しました。（意見書№88） 

この説明に責任をとらない事業者は許せ

ません。 

052 

景観法 

広大な地域に太陽光パネルが 25万８千

枚、山地の斜面に並ぶ。国立公園隣接の

自然景観に突如として、人工的なソーラ

ーパネルの構造物が存在するということ

がどうなのか。景観法の理念からみても

大いに問題があると考えるが、景観法の

理念からの地域住民の意向、住民と地方

公共団体、事業者との一体的な取り組み

をどのように考えているのか。 

霧島市景観計画の「わがまち自慢の景観ガ

イドマッブ」に眺望点として掲載されてい

る「霧島神話の里公園」を主要な眺望点と

して選定しています。また、「河川景観軸」

である霧島川沿いにあって、「回遊ルート」

である県道国分霧島線から事業実施区域を

よく望むことができ、景観資源でもある「霧

島連山」を背後に望むことができる地点を

選定するなど、景観法に基づく霧島市景観

計画を踏まえて、景観の調査手法は選定し

ております。なお、景観法の手続きは、法に

基づき、適切に行ってまいります。 

霧島市も市景観条例に反していると指摘

しています。 
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053 

調査地点 

高千穂リゾートランド、Ｓ街区、Ｔ街

区、Ｕ街区は計画地を見下ろす位置にあ

り、景観を著しく損なうなどの意見が多

数ある。景観調査地点にすることを要求

する。 

高千穂リゾート住宅の住戸のテラスなどか

ら眺望できるのではないかとは想像できま

したが、「発電所に係る環境影響評価の手引

き」などにありますように、景観の主要な

眺望点の考え方は、「不特定多数の人が利用

する場所」とされています。この考え方に

基づき、霧島リゾートランド（虎ケ尾岡地

区）内の道をすべて踏査しましたが、道路

沿いの樹木が障害となって、事業実施区域

の斜面をわずかに垣間見える箇所以外は、

ふさわしい地点が見つかりませんでした。 

自分の住戸のテラスからの眺望は保護す

べき景観にあらずとの見解、許せませ

ん。 

054 

保全 

悠久の歴史・文化に抱かれた個性ある景

観として霧島市は特徴づけをしている。

景観を守っていくことは環境保全、持続

可能性ということが密接に結びついてき

たのである。このことを事業者としては

どのように考えているのか。 

霧島市景観計画に示される「良好な景観の

形成に関する基本方針」を理解し、計画地

が位置する「里の景域」の景観形成方針で

ある「彩り豊かな農地と集落、里山や樹林

地からなる里の景観」、「農地の営みととも

にある穏やかな田園景観を保全するととも

に、季節の移り変わりとともに彩りを変化

させる美しさを身近に感じられる景観形

成」といった考え方に基づき、景観にも配

慮した事業計画を構築していきます。 

事業者と地域住民と相入れない論点で

す。事業者はパネルが設置された光景を

美しいと思い、地元住民は見苦しいと思

っています。 

055 

影響範囲 

直上位には高千穂リゾートランドがある。

近傍には遠見松地区、杉安病院等からの眺

望、及び神話の里公園、霧島神宮からの遠

望も重要である。景観を害することは明ら

かです。影響を受けるおそれがあるとする

地域は事業実施地区域及びその周辺 3km

程度とするとの主張は地元をよく知らな

い事業者の独善である。再考を求める。 

ご指摘の地点は、すべて 3km の範囲内に

位置しており、遠見松地区、神話の里公園、

霧島神宮は景観の調査地点に選定していま

す。景観の影響を受けるおそれがあると想

定される範囲は、文献をもとに設定してお

りますが、別途ご意見のあった霧島峠は

3km 以上離れておりますが、調査地点とし

て追加します。 
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廃棄物等 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

056 

パネルの廃

棄 

パネルの廃棄方法は確立しているのか。

バネルには有害物質が含まれていて、安

全に大量のバネルを廃棄できないのでは

ないか。 

太陽光バネルのリサイクル・適正処分につ

いては、国がルールづくりの検討を進めて

います。本事業のパネルの廃棄は 20年後

になりますが、その時の法律に従い、適正

にリサイクル、処分を行います。また、本

事業では、各種規制に適合したバネルしか

採用しません。 

太陽光バネルの適正処分について、国の

ルールが定まっていない状態で建設を容

認する国の姿勢も問題です。 

057 

パネルの廃

棄 

 ソーラーパネルのリサイクルは確立さ

れていません。20 年後、性能の落ちた

何十万枚というパネルは張り替えます

か。放置しますか。 

 ソーラー発電の機材の再利用体制が未

確立なままであるため、環境負荷を高

め、不法投棄などの可能性がある。 

太陽光パネルのリサイクル技術は進展して

おり、すでに九州にも 100％に近いリサイ

クル率を有する工場があります。国も太陽

光パネルの適正処理とリサイクルの促進に

向けて検討を始めており、20年後には法令

化を含め、定着した技術になっていると考

えられます。 

事業者の法人形態は合同会社です。合同

会社は投資対象の法人です。現に SEJ

は霧島市内で法人売買も行っており、口

約束だけで地元への将来の保証は全くあ

りません。法人ごと、売却され出資者が

変わったら放置されるでしょう。 

058 

パネルの廃

棄 

供用時を含め、台風、崩落等でパネル破損

のおそれがある。処分した場合に、マニフ

ェストの公開を求める。 

パネル廃棄時（リサイクル時）のマニフェ

ストは、行政からの開示請求があれば対応

します。 

 

059 

伐採木 

伐根材の処理はどのように扱うか。「関係

法令を遵守し、適切に廃棄処分する」と

あるが、関係法令とは何か。適切と何

か。 

伐根材についても、破砕機にて現地でチッ

プ化します。関係法令とは、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律を指しています。 

チップ化の騒音についての配慮がなされ

ていません。 

060 

伐採木 

チップ化した木材は「法面保護で行う吹付

上の基盤材や濁水低減対策のフィルター」

に利用するとあるが、具体的な方法を示し

てほしい。 

 

今後、予測及び評価の結果を踏まえ、実施

することとなる環境保全措置は、できるだ

け具体的に方法を記載します。 

どの時点で何に記載するのですか？ 

今、明らかにする事を要求しています。 
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061 

伐採木 

リサイクルできなかった木材、チップ化

できない枝葉等について、場内処分か場

外搬出か、処分方法を明確にしてほし

い。 

場内処分で検討しますが、不可能な場合は

処分場へ搬出します。 

場内で処分するとはどのような方法か明

らかにすべきです。 
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自然破壊 

062 

保全 

 溢れる自然、美しい山並み、おいしい

空気・水、人情、「ぜひ来てくいやん

せ」と自信を持って言える所です。木

を切ってからでは遅い、取り返しはつ

きません。皆に自慢できる郷土に、皆

でしていきましょう。霧島は素敵な所

です。大好きな所です。I LOVE 霧島

から We LOVE 霧島へ。 

 一回壊した自然は元に戻るまでに想像

を絶するほどの時間が必要である。将

来を生きる若い人達に、安全で安心な

環境を残してやりたい。 

 （他、同趣旨意見８件） 

環境影響評価の手続きを通して、自然環境

への影響を可能な限り回避・低減するよう

な事業計画とし、自然と共存する事業とな

るよう取り組んでまいります。 

事業者は自然環境への影響を回避・低減

し、自然と共存する事業が可能と思って

いるのでしょうか？ 

可能な限りという枕詞は何もしないと受

け止めます。 
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地域の概況 

063 

情報の収集

方法 

第３章の現状把握の情報は、実測データで

はなく既存資料の寄せ集めであって、古い

資料が使用されていたり、方法書では計画

地及び周辺で調査計画されておらず、信頼

性がないため、現況把握は再調査が必要で

す。 

「第３章対象事業実施区域及びその周囲の

概況」では、事業実施区域及びその周囲の

自然的社会的状況に関し、入手可能な最新

の文献その他の資料により把握するととも

に、必要に応じて聴取調査、現地の状況を

確認することとなっています（鹿児島県環

境影響評価技術指針第５条）。具体的 な実

測による現地調査は、方法書縦覧終了以降

に行ってまいります。 

 

064 

主な河川 

近隣には本流の霧島川、２級河川：狩川、

準用河川：狩川、相尾川、赤谷川、菅谷川

が存在し、近隣河川状況の記載がない。こ

れらの河川の流量変動は農業への影響、地

域の安心安全に大きく関係する。 

(他、同趣旨意見１件) 

ご指摘の「2 級河川：狩川、準用河川、狩

川、相尾川、赤谷川、菅谷川」については、

方法書の図 3-6（3-10頁）に掲載してお

りましたが、表 3-8（3-9 頁）にも記載い

たします。 

表 3-8に記載のなかった事を指摘してい

ます。表 3-8 を訂正するように受け取れ

ますが、何時の事ですか？ 

方法書の訂正を要求します。 

065 

水質の情報 

水質汚濁の状況として、遠く離れた中津川

の犬飼橋、新川根を挙げているのはなぜ

か。水系も周囲の環境も異なるこれらの水

質検査結果がどうであろうと、計画地周辺

の水質測定結果には無関係である。 

「第３章対象事業実施区域及びその周囲の

概況」では、自然的社会的状況に関し、比較

的広域の範囲で既存資料を中心に整理する

ことになっています。犬飼橋と新川橋は霧

島川と同じ水系であり、鹿児島県が継続し

て水質調査を行っている環境基準点です。

事業実施区域の近くに環境基準点があれば

有効な情報だったのですが、この２地点が

既存資料で得られた最寄りの情報でした。 

 

 

 

 

全く参考にならない情報を記載しても無

意味です。 
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066 

配慮すべき

施設等 

事業実施区域周辺の住宅配置状況として、

枦田、軽量老人ホーム霧島荘、高千穂リゾ

ート、遠見松等の自治会などの記述がある

が、濁水の影響、洪水の影響を受けるのは

湯之宮、駅前、大窪、向田、川北、豊後迫、

中央などの多くの自治会に及ぶことの認

識を要求する。 

事業実施区域の下流域に位置する関係自治

会の存在については、十分に認識して検討

を進めてまいります。 

 

067 

情報提供 

計画地に隣接した保安林がある。遠く離れ

た保安林のみ記載されている意図を問う。 

貴重な情報、ありがとうございます。広域

で掲載している理由は、「第３章対象事業実

施区域及びその周囲の概況」では、自然的

社会的状況に関し、比較的広域の範囲で既

存資料を中心に整理することになっている

からです。保安林は、国土交通省が公開し

ている「国土数値情報ダウンロードサービ

ス」から整理しました。平成 27 年度現在

の情報でありましたので、ご指摘の 箇所

は近年追加になった可能性があります。追

加して調査し、データの更新を行います。 

 

068 

情報の収集

方法 

方法書は現地も見ないで、市役所からハザ

ードマッブなどをダウンロードし、机上に

広げて作成している。その方法書に基づい

て、現地をよく知っている地元民に意見を

述べてくださいというのはおかしい。 

環境影響評価は、方法書時点では、既存資

料を中心に広く概況を整理して調査等の手

法を計画し、地域の住民、地方自治体等の

意見を聴く手続きになっております。現地

調査は、方法書縦覧終了以降に行ってまい

ります。 

方法書を縦覧した結果、住民が述べた意

見が生かされない事は事業者見解に如実

に表れています。 
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調査等の手法 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

069 

予測時期 

影響要因の把握について、工事の実施に主

眼が置かれており、事業開始後の影響につ

いて要因の把握見当が不十分である。特に

雨水の処理影響について要因検討されて

いない。 

存在供用時につきましても、降雨時の調整

池からの排水について予測、評価を行いま

す。 

調整池の設計が妥当性に欠けると指摘し

ています。 

070 

測定及び不

選定理由 

環境影響評価項目の選定及び不選定理由

について全項目完全に説明されていない。 

環境影響評価項目は、「鹿児島県環境影響評

価技術指針」及び「発電所事業に係る主務

省令」を参考に選定しており、これらに掲

げられた項目のすべてについて、表 4-3

（4-3 頁）に、選定又は非選定理由を記載

しております。 

方法書の説明会は一回であり、意見書とし

て疑問点を述べるしか方法が無かった。複

数回の質疑があって初めて理解が深まる。 

手順書通りしたら、それで良しとする事業

者態度には疑念が深まるばかりです。 

071 

調査範囲 

地下水の影響範囲（下流域 1kｍ）は、国

分平野下流域まで影響範囲を拡大すべき

である。また、動物、植物、生態系の影響

範囲は設定根拠が明確でない。 

地下水、動物、植物、生態系の影響が及ぶお

それがあると想定される範囲は、文献等の

知見を踏まえて設定しており、妥当と判断

しております。 

 

072 

設定根拠 

調査、予測、評価の方法について、全項目

ともに調査地点の検討・設定根拠が明確で

ない。明確にすべきである。 

調査地点は事業の内容、地域の状況を踏ま

えて設定しており、設定理由は方法書の

「4.2 調査、予測及び評価の手法の各環境

要素のセクションに記載しております。 

 

073 

評価手法 

評価手法が事業優先の視点になっており、

客観的な判断を含めた評価ができるよう

に是正が必要である。動物に係る調査、予

測、評価の方法について、評価基準が明確

でない。 

評価の手法は、「鹿児島県環境影響評価技術

指針」及び「発電所に係る環境影響評価の

手引き」に基づき設定しており、適切な手

法であると考えております。 
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その他 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

074 

予温室効果

ガス 

今後 30 年経つと酸素濃度が減少し人間

が生きられないとも言われている。そのよ

うな中、霧島の山々の森林破壊などもって

の他です。 

「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブッ

ク」（環境省、H29.2）に基づき試算した本

事業による 20 年間の二酸化炭素削減効果

は、74～147 万トンです。これは、事業実

施区域内の樹木が 20 年間の吸収する二酸

化炭素の約 100 倍の量です。 

 

075 

気温 

太陽光パネルの設置により気温が上昇す

る。 

環境省が諮問した太陽光発電事業を環境影

響評価法の対象事業に追加するにあたって

の有識者による検討会において、様々な環

境要素について事例も基に繰り返し検討が

なされましたが、気温については影響が及

ぶおそれがある項目として選定されません

でした。本事業においても、気温の上昇に

ついては、影響が及ぶおそれはないと考え

ております。 

日中のパネル面の温度を具体的に示して

ください。パネル面の温度は外気温度に比

べて 20～40℃程度高めになると言われ

ています。SEJ はそのデータを持ってい

るのではありませんか？ 

076 

風害 

計画地 632,816 ㎡の傾斜角度 10 度以

下を確保し、258,133枚のソーラーパネ

ルを設置する構想が示されているが、その

ためには急傾斜の法面確保が必要と思わ

れる。急傾斜の法面は風の流れを変え、近

隣住宅、農地に甚大な被害を及ぼすおそれ

が強い。霧島市牧園町高千穂字小谷に建設

されたメガソーラー現場で被害が発生し

ている。 

（他、同趣旨意見１件） 

 

 

できるだけ現地形を生かすとともに、事業

用地の外緑部に平均幅 50ｍ程度の残置森

林を配置し、事業用地の約 47％を緑地とし

て確保するなど、周辺の風の変化にも配慮

した計画とします。 

質問に答えていません。 

法面の位置、高低差、残置森林として残す

場所の明示を要求します。 
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077 

硫化水素 

計画地付近、霧島市大窪字倉迫付近で硫化

水素による死者が出たとの地域古老の話

を聞いた。霧島市道を挟んで切土、盛土を

行い、パネルを設置する図が示されてい

る。この場所の谷に位置するあたりと推察

される。厳密な調査を依頼する。 

貴重な情報、ありがとうございます。各種

現地調査においては、硫化水素臭に十分注

意するよう調査員に周知し、臭気が感じら

れた場合には、速やかに詳細調査を行い、

適切な対応を図ってまいります。 

 

078 

電波障害 

 80メガという大規模な太陽光発電群に

よる地域の電波障害、反射光などによる

人体的被害はないのか。その対策は具体

的にとる必要はないのか。 

 鹿児島市内の団地の学校予定地にソー

ラーパネルが設置されたところがあり、

いつもラジオを聞いていた友人がソー

ラーバネル設置後は聞けなくなったと

言っています。その電磁波が人体にも影

響を与えるのではないかと懸念してい

ます。 

環境省が諮問した太陽光発電事業を環境影

響評価法の対象事業に追加するにあたって

の有識者による検討会において、様々な環

境要素について事例も基に繰り返し検討が

なされましたが、電波障害については、影

響が及ぶおそれがある項目として選定され

ませんでした。本事業においても、電波障

害については、影響が及ぶおそれはないと

判断しております。 

反射光が及ぼす影響については、予測及び

評価を行い、必要な対策を講じてまいりま

す。 

電波障害はあります。 

パワーコンディショナーの交直変換器の

うなりは電磁波を発生しています。人体へ

の影響の解明は行われていません。計画地

近辺には多くの住民が住んでいます。 

079 

歴史文化 

扇山とは別名、記念山とも呼ばれ古くから

地元住民の信仰の対象であった。国立国会

図書館のデジタルコレクションに「天孫古

跡探査要訣」があり、この中に鹿児島県始

良群霧島村扇山として古跡の存在を示す

記述が多数存在する。この情報を知ってい

たかを示して欲しい。計画地の代表地番で

ある霧島田口扇山2704-1と霧島田口扇

山2700-3との境界の稜線には巨大岩石

に文字が刻まれている。文化財的価値の調

査を霧島市に要請しており、地域の古文

事業実施区域内には、文化財保護法、鹿児

島県文化財保護条例に基づく指定はなく、

ご指摘の古跡の存在は知り得ておりませ

ん。石碑については、本事業にあたり、地域

の方が事業実施区域周辺を踏査したところ

で見つかったという連絡を受けておりま

す。今後、霧島市から指摘があった場合に

は、環境影響評価とは別に、文化財保護法

に基づき試掘調査などが行われると思いま

すので、その調査結果に基づく指示に従っ

ていくことになると考えております。 

外国人絡みの方々は「罰が当たる」という

意識をお持ちではないようです。 

古くから手を入れてはならない、手を入れ

ると災いが起こるという言い伝えの大切

さを無視する動きは容認できません。 
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書、霧島神宮への照会も行う予定である。

計画地には霧島古道の存在も知られてお

り、開発には慎重であるべき地域である事

を指摘する。 

（他、同趣旨意見３件） 

080 

歴史文化 

霧島は日本の歴史上とても重要な所です。

特に霧島田口には、日本の神話と信何の山

とされる高千穂峰の麓に位置している一

帯で、霧島神宮をはじめ、歴史的文化的に

貴重な土地です。地元の人達は、それらを

古代から大事に受け継ぎ、誇りに思いなが

ら代々守ってきたのです。 

（他、同趣旨意見２件） 

歴史文化の観点から重要な土地であること

を認識し、地域と共存できる事業を目指し

てまいります。また、保全すべき対象につ

きましては、文化財保護法に基づく行政の

指示に従い、適切な対応を図ってまいりま

す。 

歴史文化の観点から重要な土地であるこ

とを認識されているのならば、事業撤退

を。地域とは共存できません。 

081 

歴史文化 

古道を歴史的文化遺産として、人々がいか

にして街道筋を歩いてきたことを現代で

も持続可能な社会づくりとして保全すべ

きと思うが、その保存の工夫をする考えは

あるか。 

埋蔵文化財等と同じく、文化財保護法に基

づく霧島市の指導を仰ぎながら、最適解を

模索して行きたいと考えております。 

最適解は事業断念です。 

082 

歴史文化 

霧島地区は古来より天孫降臨、瓊瓊杵尊が

祖母、天照大神により地上に派遣され降り

立った高千穂峰の麓の土地、神話のふるさ

ととして日本人の心の拠り所になってき

ました。日本人は自然の中に神々を見出

し、山も木も岩も川も信仰の対象としてき

ました。太陽光パネル設置のために木を切

り、造成を計画する土地は、古くから霧島

神社への参道の景観を形作る風景として、

人々が大事に守ってきた土地です。方法書

では、この日本の「伝統文化」への影響が

本環境影響評価は、「鹿児島県環境影響評価

条例」及び「発電所事業に係る主務省令」に

基づき実施しておりますが、歴史文化は環

境影響評価項目として掲げられておりませ

ん。事業実施区域には、文化財保護法で指

定された天然記念物、史跡、名勝の有形文

化財も分布しておらず、本環境影響評価で

は項目として選定しておりません。 

歴史文化に関わる事項につきましては、環

境影響評価法ではなく、文化財保護法に基

づく行政の指示に従い、適切に対応してま

地元の意思は無視しますとのお考えのよ

うで、きっと天罰が下るでしょう。 
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全く考慮されていません。この伝統文化へ

の影響を調査項目として取り上げてくだ

さい。 

いります。 

083 

火山噴火 

霧島火山帯の火山灰の被害は想定外でし

ょうか。灰に埋もれたバネルは放置するの

か。 

（他、同趣旨意見１件） 

仮に火山噴火が起こり、太陽光パネルが火

山灰で埋もれてしまった場合には、放置す

ることなく、復旧するか、適切にリサイク

ルまたは廃棄処分を行います。 

噴火は仮の事象ではありません。実際に発

生します。その予測、計画を明確にすべき

です。事業を強行すれば、きっと山は怒る

でしょう。 

084 

火山噴火 

噴火レベル２の新燃岳からの火山灰につ

いて、霧島川や農業用水路に流れた状況を

調査したか。また、新燃岳の噴火予測を行

っているか。パネルに積もった火山灰の除

去、火山灰の調整池への流入、噴火と大雨

の同時発生、近隣準用河川への流入につい

て、どのように予測し対応するか見解を聞

きたい。 

新燃岳が噴火して、事業用地に火山灰が堆

積した際には、除去作業を行って現状復旧

を行います。 

 

085 

手続き 

FIT 法ガイドラインでは、事業計画作成の

初期段階から自治体や地域住民の意見を

聴き適切なコミュニケーションを図ると

ともに、地域住民に十分配慮して誠実に対

応することが必要と規定されている。ま

た、事業者は霧島市との協議において、環

境影響評価手続きに先行して地域住民に

対して説明するとしていた。 

地元相談業務を担当する業者とも連携し、

皆様のご意見を拝聴していく所存でござい

ます。 

事業者の地元対応を担う JJPGSK の川

村氏は地域住民への説明で「景観に対する

悪影響を抑えるために神話の里公園の展

望台から見える場所への太陽光パネルの

設置は行わない」と明言、地域住民はこの

発言を評価していたが、SEJ はこの説明

を翻した。この事項を意見書№８８として

提出したが、概要から除外されています 

086 

手続き 

アセス書の縦覧及び説明会、「再生可能エ

ネルギー発電設備の設置に関するガイド

ライン」に基づく説明会は漁協（松永漁協、

日当山天降川漁協）も含めて頂きたい。ま

た、説明会は増水に弱い日当山地区でも行

ってほしい。 

漁業協同組合等への説明のあり方について

は、検討させていただきます。 

これは要求です。 
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087 

手続き 

意見を採用するとの明記もなく、ただ「土

地所有者等との調整によって変更」とだけ

ある。住民意思を全く尊重する姿勢が見ら

れない。 

土地所有者の許可が得られない場合は、方

法書で示した地点での調査ができなって 

しまうため、「なお書き」していることをご

理解ください。なお、方法書手続き自体が、

意見を聴取するために行っているもので

す。 

なぜ、理解が得られないのか、反省を求め

ます。 

088 

手続き 

 県条例なのに、環境省に照会した理由を

述べてください。 

 ４月１日から法アセスに移行すると配

慮書対応が必要となるため、説明会を強

行したのではないか。 

 コロナ対策のため、説明会を延期するか

否かの御社が判断するよう県から説明

があったはずであるが、県と環境省から

回答がなかったことを理由にするのは

齟齬がある。 

 鹿児島県環境影響評価条例第 17 条で

は、「準備書の説明会を開催しなければ

ならない」とされている。マスコミの取

材制限、録音、録画、画像撮影の制限も

条例第 17 条に違反している。条例に即

した再度の説明会を要請する。 

 本事業は、方法書縦覧終了後に県条例か

ら環境影響評価法の手続きに移行するこ

とが決まっていました。方法書縦覧まで

の手続きが完了したと認められるのか否

かを、環境省に確認する必要があったか

らです。 

 コロナウイルスが発覚する令和元年から

方法書手続きのスケジュールは決めてい

ました。なお、鹿児島県条例では、正当な

理由がある場合は説明会を開催しなくて

もよく、コロナウイルスはその要件に該

当すると鹿児島県から回答を得ていま

す。そのため今回、仮に説明会を開催し 

ていなかった場合でも条例に基づく手続

きは完了したことになっていました。 

 説明会では、「鹿児島県からはコロナウイ

ルスを理由に説明会を開催しなかったと

しても、条例で定める『責めに帰すること

ができない事由』に相当する、という回答

を得ました」と回答しました。 

 条例第 17 条には、マスコミや録音、録画

に関する規程については記載されていま

せん。条例に則った手続きで説明会を開

 配慮書対応回避の意図があったのでは

との問いに答えていません。 

 改正 Fit法では地域住民に対する丁寧な

説明が必要と記載されている。信頼性の

醸成には無理がある。 

 霧島町で過去にあった環境影響調査が

必要な事案で事業者は複数回、複数場所

での説明、公開討論を受け入れた。 

丁寧な説明には程遠い姿勢と受け止め

ます。 

 コロナを理由に説明会開催が出来なか

ったとしても法的には問題無いと言う

見解は受け入れられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 条例 17 条に規定がない事を理由に取

材制限を行ったとの見解は受け入れら

れません。 
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催しており、再度の方法書の説明会は行

いません。 

089 

手続き 

環境影響を調査する企業は御社が指名し、

費用は御社が負担するようです。これでは

公平な調査が行われるとは思われません。

その企業には御社に都合のよい調;査結果

を出すインセンティプが働きます。そこ

で、我々地元住民が選ぶ調査会社による影

響調査も並行して行いたいと思います。費

用は我々が負担しますので、調査に必要な

地点へのアクセスを許可願います。 

環境影響評価は事業者が行う仕組みであ

り、調査費も事業者が負担しなければなり

ません。環境調査は専門性が高いことから、

専門業者に委託する必要があります。 

環境影響評価は条例、法律に基づいた手続

きであり、調査等の方法、結果については、

市・県・国の審査が入ることから、公平・公

正な内容になると考えております。 

計画実施する業者が行うから問題がある

というのがわからないようです。そのよう

な考えでは相尾水利組合の計画承認・賛同

は得られません。 

090 

手続き 

事業者が環境評価を業とする会社に調査

を委託して費用を負担し、調査結果の報告

を受ける訳ですが、調査、予測、評価につ

いて調査会社が事業者に不利な報告をす

るとは思えません。方法書の記載は、計画

地の地質、地形、近年の気象状況、地域住

民の生活実態、地域住民の想いを理解され

ているとは思えません。予測に基づいて事

業計画を立てたとしても、予測外の事態が

発生したときにどうされるのですか。天気

予報が外れることもあります。予測と異な

る事象が発生したときに想定外と言い訳

をされるのでしょうか。 

環境影響評価は「事業者が行うこと」と法

律、条例で定められていますが、事業者は

環境調査の専門ではありませんので、専門

業者に委託して実施せざるを得ません。 

費用も税金では賄われませんので、事業者

が支払うしかありません。委託を受けた専

門業者にはコンブライアンスがあり、担当

する技術者個人には技術者倫理がありま

す。それぞれ社会的な信頼を失わないよう、

かつ、プロフェッショナルとして誇りを持

ち、公正公平に業務にあたっています。ま

た、ご指摘のとおり、予測には不確実性が

あります。不確実性が比較的高く、その予

測と異なる事象が発生することによって影

響が及ぶ程度が小さくないと考えられる項

目については環境保全措置と事後調査を行

い、影響が察知された場合には、追加の対

策を講じてまいります。 
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事業計画 
意見の区分 意見の概要 事業者の見解 事業者見解への住民意見 

091 

事業の目的 

 事業の目的で、鹿児島県が「エネルギー

バークかごしま」を掲げて再生エネルギ

ー施策を推進するとあり、いくつかのメ

リットを挙げられています。事業者が生

み出す雇用の見通し、事業者が生み出す

定住の見通し、事業者の観光促進効果が

あるとのことですが、具体的に効果を示

してください。 

 事業の目的に「雇用促進、定住促進、観

光面での効果、エネルギーの自給自足」

とあるが、メガソーラーを建設すること

が、なぜこのような効果があるのか。「地

域の資源を地域の事業者が利用するこ

とが前提」のはずである。 

事業に伴い、造成・設置工事及び維持管理

が必要となり、土木・電気工に係る大規模

な業務が発生するため、雇用等について効

果があると考えてります。また、本事業で

発電した電気は、九州電力を通して地域で

使用される電力の一部として供給されま

す。国内トップクラスの大型発電施設であ

ることを生かし、観光資源とする方法につ

いても検討を進めます。 

工事による雇用は一時的なものです。 

観光資源など持っての他、全国に霧島の恥

をさらすことになります。 

092 

事業の目的 

 エネルギーの地産地消と再生エネルギ

ーの普及促進に寄与することを目的に

しているが、地産地消であることの証明

ができていない。太陽光だけの発電での

再生可能エネルギーの普及は、エネルギ

ー発生の効率が悪く目的として不適切

であり、目的そのものが事業性に欠ける

ため環境調査そのものが必要ではない。 

 電気は余っているので、太陽光発電は必

要ない。金儲けのために住民と自然に迷

惑をかけないでほしい。 

本事業で発電した電気は、九州電力を通じ

て地域で使用される電力の一部として供給

されます。資源の少ない日本では、「工ネル

ギーミックスの実現」と「再生可能エネル

ギーの拡大」を目指しています。また我が

国は、2050年までに温室効果ガスを80％

削減するという目標を掲げています。再生

可能エネルギーについては、電源構成率を

2030 年までに 22～24％（うち、太陽光

は 7％）にすることを目標とする中、2017

年度現在は 16％（太陽光は 5.2％） とな

っており、今後も普及促進が必要とされて

います。 

再エネ賦課金として国民に多大な負担を

強いています。2.4 兆円を超える再エネ賦

課金を目当てに事業を目論む事業者が論

ずる事ではありません。 
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093 

事業の目的 

高尚な事業目的が記載されているが、エネ

ルギーの地産地消を地元住民は望んでい

ない。SEJ が再エネの普及促進に寄与す

るなどは地元には無関係である。霧島の太

陽光は SEJのために降り注いでいるので

はないことを自覚すべき。九電は頻繁に出

力制限を実施している現実を直視すべき。 

化石燃料による従来型の発電方式にも起因

すると言われる地球温暖化の問題は、すべ

ての人に関係があると考えております。国

は、2050年までに温室効果ガス排出量を

80％削減することを目標とし、再生可能エ

ネルギーのさらなる普及促進に力を入れて

います。我々も、再生可能エネルギーの普

及が二酸化炭素排出量の削減に貢献すると

考えております。 

貴方たちは 2.4 兆円を超える再エネ賦課

金を目当てに事業に参入しているのでし

ょう。霧島市でも SEJは多くの太陽光発

電投資に関わっている事実があります。 

094 

事業の目的 

気象庁発表のデータでは、短時間強雨の発

生回数の多さが目立っている。スーパー台

風、局地的豪雨は異常ではなく、通常発生

すると思慮すべきである。スーバー台風、

局地的豪雨の発生の可能性について率直

な考えを伺う。  

地球温暖化により、スーバー台風、局地的

豪雨は今後も発生すると考えます。地球温

暖化の進行を抑えるためにも、再生可能エ

ネルギーの普及を促進する世界、我が国の

方針に沿って、本事業でも貢献したいと考

えております。 

観測史上初の豪雨、線状降雨帯、局地的豪

雨は必ず発生します。 

計画地の災害を防ぐには計画断念しかあ

りません。 

地域環境を破壊する施設であるとの認識

が欠落しています。 

095 

事業の目的 

大規模なメガソーラー計画は、地域住民の

安心・安全に大きな恐怖感を与え、また、

景観も大きく損なうことから地域経済に

大きな打撃を与えると想像される。御社の

メガソーラー計画が地域の環境破壊に導

くならば、地域経済に大きな打撃を与える

と思うがどう考えているか。 

環境への影響をできる限り回避・低減し、

自然と共生できる事業を目指します。地域

経済については、本事業による地域の電力

源の確保、地元自治体への納税、雇用の創

出、地元業者への委託、調査員及び作業員

が地元に落とす経費などを通して貢献でき

ると考えております。 

投資事業があたかも地元を潤すような詭

弁が使われています。地元を危機にさらす

という意識が欠落しています。 

096 

防災計画 

 計画地はシラス地であり、急傾斜地の木

を切り倒し、掘り起こせば、土砂崩れな

どの大規模な災害が起こるのは容易に

想像できる。実際、2019 年６月の豪雨

により、霧島町の 41MW メガソーラー

でさえ陥没と地盤崩壊が起きている。 

 方法書には、急傾斜地、多数の巨大岩石

具体的な造成工事の設計は、方法書縦覧終

了以降から開始し、設計図書等としてとり

まとめてまいります。設計にあたっては、

事業実施区域の地質及び地形の状況を調査

し、災害の防止、水害の防止について、林地

開発許可制度の枠組みの中で、詳細な防災

計画の図面等をご説明するとともに、鹿児

施設の設計は未完成であるとおっしゃい

ます。ところが方法書には具体的な調整池

の場所、規模、パネル設置場所、切土、盛

土の場所まで記載されています。その方法

書の配慮不足、間違いを意見として書きま

した。 

地域住民の意見は聞いたが詳細設計を行
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に関する記載がない。現地には赤土（粘

土）が多数見られる。赤土は、調整池の

目詰まり防止に用いるドレンバッド、フ

トン籤の弊害となる。地質の危険性を認

識しておらず、このような地域を切土、

盛土することは安心安全を脅かす。 

 高低差 250ｍある広大な急傾斜地を切

盛し、10度以下の平坦地にしてバネル

を敷くようだが、広大な段々畑のような

圃場ができるのか。また切土して新たに

できた絶壁の高さはどの程度か。盛土の

強度、法面の保護、切土した絶壁の安全

性の担保などを具体的に示してほしい。 

 （他、同趣旨意見９件） 

島県の審査を受け、適切な対応を図ってま

いります。また、地域の地質及び地形の特

性に十分配慮し、鹿児島県の「大規模開発

に伴う調整池設置基準」、「シラス地帯にお

ける土工設計施工指針と運用」など各種開

発許可に係る技術基準に整合するだけでな

く、近年の局地的豪雨の状況、近隣の同種

事業の事例も踏まえながら、安全性の高い

設計を行ってまいります。 

った結果は鹿児島県と協議する、問題があ

るかと受け取れます。 

改正 Fit法ガイドラインの説明義務など、

努力項目であるから無視すると受け取れ

ます。 

鹿児島県の「シラス地帯における土工設計

施工指針と運用」指針は昭和 51 年に策定

されました。この指針に基づいたシラス地

で大きな災害が発生しております。 

097 

防災計画 

造成工事について、土地の安定性の確保等

の観点から必要である場合には種子吹付

等を行う計画であるとされている。必要で

ある場合という具体的な状況がわからな

いが、まさか災害を起こし問題が生じてか

ら、必要であると感じた時点ではないの

か。種子吹付等の等も他に何があるのか不

明である。不明確な造成工事の説明である

ことを環境保全の点から意見する。 

造成工事によって生じる法面には、雨水に

よる浸食を防止するため、法面保護を行い

ます。法面保護は植生による保護を原則と

しますが、植生による保護だけでは防止で

きない場合は、土質に応じた人工による適

切な保護を選定し施工します。 

 「必要がある場合とは」何ですかと聞い

ております。見解は具体的説明であり、

意見を書いた住民にはわかりません。行

政に見解として説明をされましたが、必

要がある場合の答えではありません。 

意見に対してはぐらかしの見解を述べ

ている悪質企業だと認定します。 

 植生による保護だけでは防止できない

場合は、土質に応じた人工による適切な

保護を選定し施工するとの見解ですが、

この判断はどの時点で、どのような事態

で判断するのか、どのような方法を適用

するか明らかにするように求める。 
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098 

防災計画 

水質汚濁防止について、「必要に応じて濁

水通過フィルターの設置、凝集沈殿処理な

どを行って、濁水の流出を防止する」説明

がある。必要に応じて、との判断は誰がす

るのか。開発完了以前以後も判断は誰がす

るのか。必要に応じての判断は大雨が降っ

て流末が実際濁った場合という意味か。な

お、造成等・水利用等と等と記載があるが、

等とは具体的に何か。 

濁水流出防止の追加対策の判断は、現場の

実情に応じて施工業者が行うことになりま

す。「等」とあるのは、現場では様々な事態

が起こりえるため、図書に記載していない

対策についても、施工業者が有する独自の

ノウハウ、その時点での新たな技術といっ

た臨機応変な対応を図るという意味を込め

ております。 

 等の見解が力説過ぎると感じた。それに

しても私の書いた意見に対して、まった

く見解を述べていません。この欄の見解

は特にひどいと感じます。濁水の流失は

防止できないから無視したのでしょう

か、悪質さを露呈しているように思われ

る。こんな見解を書く業者は、再三記載

していますが、相尾水利組合としては承

認・理解はできません。 

 随時施工法を変更するととれる。 

 近隣施設の現場で濁水通過フィルター

の効果の無い事は確認できています。 

099 

防災計画 

供用後の土砂流出防止対策の記載がない。 供用時は、造成面を緑化等によって安定さ

せ、調整池による土砂流出防止対策を行い

ます。 

方法書に記載された調整池の諸元では土

砂流出防止対策を実現する事は無理です。 

100 

防災計画 

市道狩川線、倉迫付近で市道を跨いでパネ

ル設置が計画されている。市道面とパネル

面の高低差はあるか。もし、パネル面が道

路敷より低ければ、道路崩壊の懸念があ

り、ダイワリゾートの住人の生活道路が奪

われる。市道脇の急傾斜地の詳細な工事計

画を要求する。地盤改良、擁壁のミルク注

入等が必要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

造成工事の設計については、方法書縦覧以

降に、現地での地質調査、測量結果を踏ま

えて具体化させていきます。近隣の同種事

業の事例も参考にしながら、安全性の高い

設計を行い、工事工程計画についても十分

安全に配慮します。 

方法書に記載されていますパネル設置図

に対して意見を書きました。回答になって

いません。 
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101 

防災計画 

2019 年７月６日、岡山県倉敷市真備町

の大河川と小河川の合流箇所で、小河川の

水が逆流して大きな被害が出ました。霧島

町の湯之宮地区でも狩川と相尾川との合

流箇所で度々同じ現象が発生し、相尾川の

水が流れていきません。河川改修が行われ

ないままであれば、相尾川の近辺に方々に

被害が及びます。メガソーラー建設とは無

関係なことではありません。 

相尾川の河川改修につきましては、行政に

情報提供を行っておきます。 

 ありがたい申し出です。 

バックウオーターにつきまして県の見

解を聞いてみたいと思っておりました。 

 相尾川に流末を受け入れる余地はあり

ません。濁水意見も無視し、放流水量も

未定。人の書いた意見の一部は勝手に改

ざんするし非常に憤慨しました。意見を

書いた私は相尾水利組合長になりまし

た。弊社の住民泣かせの林地開発がどう

なるか分かりませんが印鑑をつく予定

はございませんと申し上げておきます。 

102 

防災計画 

施工中の災害発生に対し、どこから掘削

し、安全配慮を如何にして工事を進めるか

判断できない。大事なことは地質、地形を

理解した上での安全配慮である。安全配慮

義務について、十分検討した工程と理解し

てよいか。 

造成工事の設計については、方法書縦覧以

降に、現地での地質調査、測量結果を踏ま

えて具体化させていきます。近隣の同種事

業の事例も参考にしながら、安全性の高い

設計を行い、工事工程計画についても十分

安全に配慮します。 

不十分な方法書に対して意見を書けと言

い、意見を書いたら、調査してから考える

とは、無責任ですよ。 

方法書には 26 ヶ月の工事行程計画が記

載されています。この計画では安全に配慮

しているとは言えません。無理があると指

摘しております。 

103 

防災計画 

大田水源地周辺の斜面は大きな岩で占め

ており、ここを開発するには斜面崩壊、土

砂流出など大きなリスクが伴う。 

大田水源の周囲には広く残置森林を確保す

る計画ですが、さらに十分な検討を行い、

土砂崩壊等の防止を因ってまいります。 

計画地全てが大きな岩石が存在する事を

ご存知ないようです。計画地内を歩けば容

易に確認できます。 

104 

防災計画 

計画地には多くの湧水があり、場所や数は

把握しているか。方法書に湧水対策につい

ての記載がない。湧水を強引に抑え込むエ

事をすれば、一時的に留められたとして

も、地中にダムが構築され、時を経れば、

爆発的な土砂くずれが発生することは土

木専門家であれば理解できるはず。 

 

地下排水設計にあたっては、小規模な湧水

についても確認し、造成区域にあたる場合

には、暗渠排水管と竪樋を設置し、土砂崩

壊が起こらない対策を講じてまいります。 

この意見を書いたのは土木の専門家です。

小さな湧水を無視すれば大きな災害が発

生するのは目に見えています。 
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105 

防災計画 

以下の場所における太陽光発電所の建設

が及ぼした災害について調査すれば、計画

地の事業が如何に無謀かは分かるはずで

ある。 

 霧島市霧島永水字トンダン 3584 番１ 

 同市霧島永水字中迫 4772-1 外 

 同市隼人町野久美田字上山田 1211 番

２外 

 同市牧園町高千穂字小谷 3254 番 29

外 

 (他、同趣旨意見１件) 

各事業者様に情報提供を依頼してみます。

ご提供いただけた場合には、有効な情報と

して活用させていただきます。 

私達は無謀な計画であるとして警告して

います。 

106 

調整池 

 調整池の位置は大体理解できたが、調整

池の設計は今後、鹿児島県土木部と協議

するとしか、ここにも書いておらず詳細

は不明。健全な水環境を利用してきた私

どもに対して、不安と謎でしかなく、こ

れで防災工事についての環境の意見を

住民が述べよういうのは無理である。開

発において、とても水利組合の理解を得

ようとは思ってはいない。 

 住民誰しも調整地のサイズを具体的に

知りたいのに、７個の調整池の標高が記

載してあっただけでとても分かりにく

い。どの調整池もたった 4m の深さしか

なく、具体的な構造は謎のままだが、低

すぎると感じた。 

 調整池は主要防災施設と位置づけられ

る。霧島永水字トンダンに建設されたメ

ガソーラーの調整池は、県河川課の示す

調整池の諸元等の詳細につきましては方法

書縦覧終了以降、設計図書等に具体的に記

載し、とりまとめてまいります。設計にあ

たっては、事業実施区域の地質及び地形の

状況を調査し、鹿児島県の「大規模開発に

伴う調整池設置基準」に合致するだけでな

く、近年の局地的豪雨の状況、近隣の同種

事業の事例も踏まえながら、安全性の高い

設計を行います。 

なお、災害の防止、水害の防止につきまし

ては、別途、林地開発許可制度の枠組みの

中で、詳細な防災計画の図面等を作成して

ご説明するとともに、鹿児島県の審査を受

け、適切な対応を図ってまいります。 

また、調整池の流末となる河川の水利組合

様には、調整池の具体的な緒言が決まり次

第、個別にご説明させていただきます。 

方法書には調整池の個数、位置、貯水量ま

で具体的に示されている。 

主要防災施設の重要性を認識する地域住

民が「無謀である、調整池として機能しな

い、災害を助長する、流末経路が曖昧」な

どの多くの意見をした。 

方法書の記載の訂正を行わずに環境への

影響調査ができるはずが無い。 

鹿児島県との協議以前の問題である。 
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調整池設計基準を超越した降水量で設

計されている。それでも調整池の余水吐

から溢れた。十分過ぎる調整能力の確保

が必要である。方法書には、「鹿児島県土

木部河川課と協議を行い決定する」との

記載があるが、河川課の調整池設計基準

は平成 17 年４月に作られており、近年

の局地的豪雨発生の状況には対応して

いない。 

 メガソーラー建設で森林伐採を行えば、

河川への流量制限機能、山の保水能力は

減少する。それを補完する目的で調整池

を設置する理屈は理解するが、構造物で

流量抑制は出来ないことは近隣のメガ

ソーラー現場での実例がある。県河川課

の調整池設置基準では災害の防止は出

来ないと断言する。 

 調整池の具体的な設計値まで記載され

ているが、それぞれの調整池の流域範

囲、擁壁の高さ、面積、オリフィスのサ

イズを明示してほしい。計画地は粘土、

シラス、軽石が混ざっており、調整池に

はこれらの土砂が流入する。調整池の常

識として土砂堆積の部分を確保して、

LWL、HWL の設定がなされているは

ず。 

 最近の異常気象による大雨に対応でき

る調整池などの整備を想定外も含める

ことができるような施設となるようお
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願いしたい。 

 （他、同趣旨意見 18件） 

107 

調整池 

 仮に、調整池を絶対災害の出ない規模に

拡大された場合でも、大水のあった場合

は調整池から水上限が定水位になるま

で流すのだから、大きくする分、水量が

多く、相尾川の水位が安定するまで日数

が掛かると考える。相尾水路には堰板を

かけて 2～3 日以内で水を引き入れる

ことは困難になると考え、４号・６号調

整池の流末を相尾川に流すことは、相尾

地区の水田耕作自然環境が完全に一変

し、水を引き入れる環境が困難になる。

開発地域の全流末を錦江湾まで大型パ

イプラインで流すことが、下流域に災害

をもたらさない、そして環境を壊さない

最適な措置だと私は思うがいかがか。 

 存在供用時の雨水排水は調整池に集水

して放流するとあるが、これは濁水防止

策の後で調整池に集水してオリフィス

調整でどのくらいの量を流すのか不明

である。 

 (他、同趣旨意見２件) 

調整池からの許容赦流量を算定する場合、

現況の流末河川、水路の能力と流域比に応

じてそれを求めます。なお、算定にあたっ

ては流末河川、水路の管理者と協議を行い

ます。これらの検討結果は、別途、林地開発

許可制度の枠組みの中で、鹿児島県の審査

を受け、適切な対応を図ってまいります。 

 許容放出量などの見解がぐたぐたと述

べられていますが、相尾川の水量にあり

なしで堰板 5～6 枚をはめて相尾水路

への通水する上での現状の問題点が分

かったうえで意見を書きました。水路の

管理者と協議を行いますとの見解は答

えになっていません。相尾水路の管理者

が書いた意見です。納得できません。 

 錦江湾口と記載しましたが、錦江湾と勝

手に住民意見が改ざんしてあります。天

降川の湾奥と湾口ではまったく違いま

す。このことは 2020.7.9午前8時30

分 霧島市のアセス所管課に連絡しま

した。 

1088 

調整池 

雨水洪水調整池７箇所の計画の妥当性が

証明されていないため、環境調査の計画そ

のものも成立しない。また、今後鹿児島県

と協議行い決定するとあるが、決定した場

合には再環境評価が必要で、現時点での環

境評価計画は不適切であり、本方法書は成

今後行う調整池の検討結果から、環境調査

を行っていない河川への新たな放流が決ま

った場合には、その河川について追加また

は再調査を行うこととします。 

河川への新たな放流が決まった場合とあ

るが、７つの調整池からの放流先が未定で

あることを認めている。杜撰な方法書であ

る事が露呈している。 
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立しない。 

109 

調整池 

調整池の高さが低すぎると感じたので、今

や想定内の永水水害の連続雨量 406mm

が降った場合にどうなるか単純計算して

みた。たった高さ 4m の調整池では永水

水害を起こした想定内１時間の雨でも、こ

の方法書の調整池の計画では必ずオーバ

ーフローすると推測する。ましてや想定内

の連続雨量 406mm で、しかも開発上部

区域の流末を考慮すれば、これは相尾地区

の水田環境だけではないことになるので

はないか。現状の開発区域が自然の森林に

よる水源かん養機能を有していたものを

開発で壊すのだから、当然、開発下流域の

河川・水路・大窪駐在所・湯之宮自治佳民・

駅前自治住民・公営住宅・霧島川流域・隼

人松永区域住民・松永水路・天降川流域そ

して湾奥の漁業と住民の生活の環境が変

わることを意見する。 

洪水調節容量の算定方法としては、鹿児島

県の降雨状況等を考慮して、当該地域の降

雨強度式により継続時間を 24 時間とする

後方集中型の降雨波形を作成し、それを計

画対象降雨とします。過去の降雨量の実績

データにおいても検証いたします。 

 計画対象降雨ほかの新しい言葉で見解

を述べられています。住民の意見に対し

て真摯に答えていない。 

この計画に対して相尾水利組合は承認

いたしません。 

 気象庁は過去の降水量で危険度を推し

量るべきでないと述べています。 

観測史上初の雨量とか、且って経験した

事の無い雨量とか報道されています。許

認可権を持つ鹿児島県は線状降水帯、局

地的豪雨などの情報を元に過去の雨量

との対比で判断される事が無い事を願

います。 

 市民が指摘する災害が発生した時は事

業者のみならず、鹿児島県もその責任を

問わねばなりません。 

110 

調整池 

方法書 4-6 頁の雨水の排水の記載につい

て、調整池の流域を事業実施区域に限定し

ているのは誤りである。上位稜線からの雨

水を含めるのは治水の常識である。 

調整池の流城については、方法書縦覧終了

以降に詳細に検討し、林地開発許可手続き

の中で、上位稜線からの流域を含めて、鹿

児島県と協議してまいります。 

方法書の不備を認めています。予測降雨

量、流域が確定して初めて調整池の設計が

可能になります。私達の指摘は無視して鹿

児島県と協議するという姿勢は非難の対

象です。 
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111 

調整池 

 調整池には流出したシラスが堆積する

ので、意図された効果は長雨等ですぐな

くなるのではないか。 

 当該地はシラス土壌のため、調整池には

普通の土地よりも大量の表土が流れ込

みます。調整池は土砂で満杯になると流

れ込んだ土砂を搬出する必要があり、そ

の度に費用がかかります。年に何回程度

の土砂を搬出し、その費用をいくらと見

込んでいるか。 

調整池には、造成中や完成後を対象とした

設計堆砂土砂量を洪水調節容量の下位に一

体として確保します。調整池の機能を保つ

ため、工事中は適宜土砂を浚渫します。工

事完了後の堆砂容量は 10 年分を見込んで

おります。浚渫する費用については、堆積

土砂量に乗じて算出します。 

調整池の堆砂容量は 10 年分を見込むと

記載されています。10 年間、土砂の撤去

はしないで済む規模のようです。 

冗談のように見えます。 

112 

調整池 

計画地付近に存在する準用河川は、地域の

農業用水として重要な位置づけである。調

整池からの流末をこれらの準用河川に流

すには水利組合の同意が必要である。同意

が得られることの目算で作られた計画で

あろうが、近隣水利組合は不同意の意思を

示していることを承知での構想かを問う。 

(他、同趣旨意見２件) 

関係する水利組合様には今後、調整池の諸

元が具体化した時点で、ご説明に参ります。 

関係する水利組合を全て把握されている

か疑問です。 

113 

調整池 

 相尾川下流で稲作をしており、実家もあ

り、浸水、田んぼの全滅の経験がありま

す。最近はちょっと降っても増水し、梅

雨のみならず、台風などの大雨で被害の

リスクは上がっており、調整池でコント

ロールできるとは思えません。相尾川、

菅谷川への放流など考えられません。 

 相尾川の下流域に大量の水が一気に流

れ、水量が増大する。狩川の合流手前で

も川幅 3.2m、深さ 2m しかない。川沿

いに民家も多数あり、台風や梅雨時期な

相尾川、菅谷川及び赤谷川への放流につい

ては、林地開発許可申請にあたり、現地測

量を行って計算し、鹿児島県河川課と協議

してまいります。流末水路の改修について

も管理者と協議します。 

住民への説明、理解の必要性の認識が欠落

している。 

法の範囲内で認可したとしても河川課の

責任は重大です。 

流末水路の改修について管理者と協議す

るとありますが、事業者は流末経路を明ら

かにしていません。 
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どには増水時に川が氾濫することは想

像でき、非常に危険である。過去にも甚

大な水害が起こっている。 

 (他、同趣旨意見１件) 

114 

防災計画 

（水害） 

 調査対象地周辺はこれまでも水害が多

く発生している。今回の事業も、更に大

きな被害を引き起こす原因になると思

う。狩川沿いで民泊を営んでおり、災害

で家を失えば財産と仕事を失う。 

 計画地の下流域にある住宅地で過去に

多くの水害が発生している。その発生年

度、被害状況について調査を行った結果

を示して欲しい。地域住民は近年の局地

的豪雨、スーパー台風などの多発してお

り、もはや想定外ではない。 

 (他、同趣旨意見３件) 

防災計画については、調整池を中心に慎重

な設計を行います。なお、災害の防止、水害

の防止につきましては、別途、林地開発許

可制度の枠組みの中で、詳細な図面等の検

討結果を提出して、鹿児島県の審査を受け、

適切な対応を図ってまいります。 

慎重な設計を行おうが災害は起こります。

林地開発の申請で鹿児島県の審査を受け

る事を免責条件にされるようです。 

私達が指摘した事が現実となり、地域に災

害が発生した場合、行政は未必の故意とし

て責任が問われるでしょう。 

115 

防災計画 

（水害） 

当該地はシラス台地であり、少量の雨でも

シラスが流出し、沈砂池に溜まり、調整池

の役目がなくなると予想される。霧島市内

の太陽光発電施設の事業地では、昨年 2～

3 回の雨で堆積したシラスの撤去に半年

を要し、下流域の耕作地に影響がでた。一

夜にして埋まる沈砂池の土砂をすぐに除

去することは不可能と考える。 

ご意見の事例は、霧島市永水の太陽光発電

所建設で起こった災害のことだと思いま

す。この災害は、場内で土砂流出が発生し、

それが調整池に流れ込んだことが要因のよ

うでした。調整池が土砂で埋まれば、その

機能を失います。場内での土砂流出を防ぐ

ため、安全・安心な造成ならびに排水設計

を行い、万全な施工を行います。 

永水の施工業者は計画地の工事の難しさ

は永水の比ではないと言います。 

万全な施工を行うお考えのようですが、必

ず、土砂流出は起こります。責任の擦り合

いをしないようにご準備ください。 

116 

防災計画 

（水害） 

小窪地域は、土砂災害警戒区域の指定地域

となっている。地すべり、土石流を引き起

こす可能性が高い。 

小窪地域には広く残置森林を確保する計画

ですが、さらに十分な検討を行い、土砂崩

壊等の防止を図ってまいります。 
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工事計画 

土砂搬出は原則として行わないとあるが、

例外とは何を指すのか。 

土砂の搬出は行わない設計とします。 切土と盛土の差、５万㎥の扱いに答えてい

ない。 
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118 

工事計画 

工事工程計画に設計期間が記されていな

い。既に設計に着手しているのであれば具

体的な設計方法を公表すべきである。ま

た、事業が認められていない段階で設計を

進めるのは不適切である。 

具体的な設計は方法書縦覧終了以降に開始

し、準備書の作成と合わせて進めていきま

す。設計の結果については、別途、林地開発

許可制度の枠組みの中で、詳細な防災計画

の図面等を作成し、ご説明するとともに、

鹿児島県の審査を受け、適切な対応を図っ

てまいります。 

方法書の記載はでたらめです。そのでたら

めの記述を元に意見を求め、環境影響調査

を行いますというお考えです。 

方法書の改訂を求めます。 

119 

工事計画 

工事時間について、原則という文言は削除

して、工事車両、作業員の現地移動時間を

含めて８時から 17 時までとすること。 

工事を行う時間帯は、８時～17時です。原

則とは、不測の事態など急を要する対応を

想定しております。 
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工事計画 

工事計画では日曜、祝日は工事を休むとあ

るが、ダイワリゾート内での定めは、土、

日、祝日作業禁止となっている。騒音、粉

じん、強風、悪臭、環境変化が発生したら

法的手段に訴える。 

土曜日は、住宅地に近い敷地外緑部での施

工を避けるなど、配慮いたします。 
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工事計画 

 方法書に「切土・盛土量を調整して土量

バランス図る」とある。平坦地では理想

的に純計算上可能であろうが、傾斜地の

多い地形では難しいだろう。切土の土砂

仮保管場所、安全確保の詳細計画が知り

たい。 

 切土と盛土の差が５万㎥あるが、この残

土をどこに盛土するのか。残土を置いた

ら、調整池に溜まって、すぐに満杯にな

ることは目に見えている。 

 （他、同趣旨意見１件） 

計画地全体で造成計画と移動土工計画を行

い、余剰土壌が発生しないようにします。

なお、原則として、調整池流域毎に土量バ

ランスを図るよう検討します。 

切土と盛土の差が、５万㎥の扱いに答えて

いない。 
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工事計画 

これだけの広大な土地を触る割には、エ期

が足りないのではないか。工事工程に沿っ

て施工するつもりと理解してよいか。 

今後の詳細の具体化に伴い、工事工程も修

正してまいります。 

 

方法書に工事行程計画の記載があります。

これが虚偽という事ですか？ 



45 

123 

工事計画 

方法書に「造成後の法面には種子吹付工等

を行って緑化を行うとともに、一部の造成

地には植栽を施す」とあるが、法面の角度

が示されていない、種子吹付で法面崩壊が

発生した事例は、霧島永水字トンダンの工

事現場で確認されている。10度以下のパ

ネル設置面積 632,816 ㎡を確保するに

は、勾配のきつい法面にならざるを得ない

と思われる。見解を示してほしい。 

造成工事の設計については、方法書縦覧以

降に、現地での地質調査、測量結果を踏ま

えて、近隣の同種事業の事例も参考にしな

がら、安全性の高いものとなるよう具体化

させていきます。法服の勾配について、切

土は土質に応じて、盛土は高さ 1.5m 以下

の場合は 1:1.2以下、高さ 1.5m を超える

場合は 1:1.5 以下とします。パネル設置面

については計画中です。 

方法書にどのような造成工事を行うか、切

土、盛土の発生量、調整池配置図、パネル

設置図面があります。これらは虚偽という

事ですか？ 
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工事計画 

 １号調整池の HWL は 381m、パネル

設置場所の整地前の最高標高は

500m、標高差 120m ある。北東側稜

線からの傾斜は 30 度以上と推察され

る。１号調整池の切土盛土回は西側を切

土し、扇山三角点方向に盛土する構想図

がある。盛土の高さと稜線の差をどのよ

うに見積もるのか。１号調整池の流域の

切土・盛土した結果の高低が理解できる

図の提供を求める。 

 ５号調整池の HWL は 359m、パネル

設置場所の整地前の最高標高は

430m、標高差 70m ある。５号調整池

の切土盛土図では低い西側を切土し、商

い東側に盛土する構想図に見える。５号

調整池の流域の切土・盛土した結果の高

低が理解できる図の提供を求める。 

 

 

 

造成工事の設計については、方法書縦覧以

降に、現地での地質調査、測量結果を踏ま

えて具体化させていきます。なお、設計の

結果につきましては、林地開発許可制度の

枠組みの中で、詳細な防災計画の図面等を

作成してご説明するとともに、鹿児島県の

審査を受け、適切な対応を図ってまいりま

す。 

方法書に詳細な調整池諸元、配置図の記載

があります。これらは虚偽という事です

か？ 
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125 

工事計画 

3.5 ヵ月で７つの主要防災施設である調

整池を完成させるには相当な重機、作業員

の投入が必要であろう。投入重機の台数、

サイズ、騒音量の明示を求める。 

今後の詳細の具体化に伴い、工事工程も修

正してまいります。使用する重機等につい

て、発注先となる施工業者と協議します。 

方法書記載の工事行程計画に対する質問

です。これらは虚偽という事ですか？ 

126 

工事計画 

「再利用可能な木材については、薪材やバ

ルブ材として売却する」とあるが、搬出車

両が市道を走行することになる。交通事故

の懸念が発生する。 

工事関係車両の走行にあたっては、極力台

数を抑え、時間帯に配慮するとともに、安

全運転を徹底してまいります。 

 

127 

工事計画 

「その他木材については必要に応じてチ

ッブ化し、濁水流出の追加的対策が必要と

思われる場所などに適量敷設する」とある

が、チップ化は現地で行うのか。そうであ

れば、騒音が発生する。また、腐食して災

害の原因となる。 

チップ化は現地で行います。騒音に影響が

ないよう住宅地から離れた場所で行いま

す。腐敗によって災害の要因にならないよ

う、大量の敷設は行いません。 

チップ化で発生する騒音について予測し、

公開すべきです。チップを地中に埋設しま

すと必ず、腐敗が起こります。具体的な説

明を求める。 

128 

工事計画 

パネル設置工事で「人力による作業が主体

となる」との表記は、機械作業を行わない

ということを意味するのか。 

あくまで「主体となる」ということであり、

全く行わないという意味ではございませ

ん。また、現時点での計画であり、施工時期

（4 年以上後）の技術水準に応じて、最も

適切（安全性・静粛性等）な工法を採用して

行きたいと考えております。 

方法書に記載されている事への質問です。 

まじめの答えてください。 

129 

工事計画 

「盛土面等については、速やかに転圧・締

固めによる表土保護エを行うことで土砂

の流出防止に努める」とあるが、努めるで

はなく、流出させないと、なぜ書けないの

か。 

 

 

 

 

盛土面等から土砂が一切流れないというこ

とはありませんので、「流出防止に努める」

という表現になります。流出した土砂を沈

砂地と調整池を受け止めるよう設計しま

す。 

あくまでも努力目標です。 

方法書記載の沈砂池、調整池では無理だと

指摘しています。 
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130 

工事計画 

 シラスはどれほど転圧してもガリー浸

食が発生することは、霧島永水字トンダ

ンの事例がある。シラスの危険性を認識

していない造成工事である。 

 計画地でのガリー浸食防止策が不十分

なままでは環境影響が予測できようが

ないので、ガリー浸食防止策の明記を求

める。 

ガリー浸食にも配慮した雨水排水対策を、

近隣の同種工事の事例も参考にしながら検

討し、林地開発許可の手続きを通して鹿児

島県と協議し、現場の状況に応じた対応を

適宜行ってまいります。 

鹿児島県は提出された審査／申請を許可

する立場です。霧島永水の太陽光発電所で

発生した事故をよもや忘れたとは申され

ないでしょうね。 

施工法も含めて災害が発生した場合、許認

可者も責任を問います。 

131 

工事計画 

森林伐採によって発生する濁水問題の対

策として、伐採樹木を使用するとしている

が、どのように敷き詰めていくのか具体的

に提示してほしい。伐採樹木の利用は軟弱

地盤に拍車をかけるのではないかと危惧

している。 

災害を助長するような対策は行いません。 具体的な対策の提示を求めています。 

132 

工事計画 

立体図があって初めて風、埃、景観への影

響の予測が可能である。造成法面の場所、

角度、高低差の分かる立体図の提供を求め

る。 

造成工事の設計に基づく平面図、断面図は、

今後作成してまいります。これらに基づき、

景観、反射光などの予測を行います。これ

ら設計の結果については、別途、林地開発

許可制度の枠組みの申で、詳細な防災計画

の図面等を作成し、ご説明してまいります。 

方法書に未記載である。今後作成するとの

事であるが、お粗末な方法書で住民に意見

を求め、住民が提出した意見をどう扱うか

曖昧な事業者見解です。平面図、断面図を

住民に公開することなく、予測を行うとは

許されません。 

133 

工事計画 

方法書には法面の所在場所、面積、勾配に

ついての記載が見当たらない。記載がない

項目をどのように評価するのか、明らかに

することを要求する。 

造成工事の設計については、方法書縦・覧

以降に、現地での地質調査、測量結果を踏

まえて具体化させていきます。環境!影響評

価では、これらの設計に基づいて評価を行

います。なお、具体的な設計の図面等につ

いては、別途、林地開発許可の手続きの中

で申請書類として整理して、ご説明します。 

 

 

方法書にどのような造成工事を行うか、切

土、盛土の発生量、調整池配置図、パネル

設置図面があります。これらは虚偽という

事ですか？ 
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134 

工事計画 

方法書 2-2 頁の対象事業の規模の記載に

ついて、敷地面積 134,635 ㎡とあるが、

確定面積と受け取るがそれでよいか。 

計画進捗に伴い、若干（１割以内〉の増減は

あるものとご理解ください。 

離れた場所を確保しそこを残置森林と申

請するのは悪質業者の常套手段です。その

ような事が無いように願います。 

135 

緑化計画 

改変区域の一部と法面を緑地として復元

することの計画の具体性はなく、計画実現

の根拠が見いだせないため土地利用計画

の見直しが必要である。 

造成計画の具体的な設計については、方法

書縦覧終了以降に行っていきます。造成箇

所の緑化計画につきましても、設計の中で

具体化させ、別途、林地開発許可手続きに

おいて鹿児島県と協議します。 

方法書の不備を指摘しきれません。 

不備な方法書で提案された調査を認める

わけに行きません。 

136 

緑化計画 

緑化について、景観や反射光による影響に

どのように配慮するのか具体的な記述が

ない。また、緑化を行う工法が明確にされ

ていないため環境評価計画の妥当性がな

い。 

約 62haを確保する残置森林は、景観や反

射光だけでなく、粉じんや騒音などの影響

の緩衝帯とすべく、敷地外緑部を中心に現

在の樹木をそのまま残します。法面の保護

については、植生工を原則として緑化しま

す。 

残置森林をどこに確保するかが問題です。

総敷地面積との比率のみで評価できませ

ん。 

137 

緑化計画 

水質汚濁防止対策において、存在・供用時

の造成法面の緑化の程度及び維持につい

て記載されていない。 

造成緑地は約 15ha 確保する計画です。維

持管理は、地元業者等に委託して行います。 

造成緑地の具体的な場所が示されていな

い。 

138 

緑化計画 

事業実施区域の面積 1,346,535 ㎡のう

ち、外緑部を中心に 619,812 ㎡の森林

を残すとあるが、この残置森林は現状のま

まで全く手を加えないという理解でよい

か。 

残置森林は、現状のまま活用する計画です。  

139 

緑化計画 

市道永池狩川線沿いの山林は、現在でも先

が見通せるくらいの雑木などで、本数が少

ない。残置森林を残すというが、遠くが見

通せ、残置森林の役割を果たすのか。 

 

 

 

残置森林は、現状の樹木を活用する計画で

すが、景観等の保全の観点から必要に応じ

て植樹を検討します。 
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140 

巨石 

計画地の代表地番である霧島田口扇山

2704-1 と霧島田口扇山 2700-3 との

境界の稜線には、巨大な岩石が極めて多数

存在する。その稜線下の土地の改変計画も

あるようだ。改変作業の振動で巨石の崩壊

も考えられ、地元に大きな被害を及ぼす恐

れが大きい。10t～20t の巨石も見られ

る。これらの巨石処理は環境破壊の元凶と

なる。計画地に在る 1tを超える岩石の個

数の調査を実施したか明らかにして欲し

い。また、これらの岩石をどのように扱う

かを明らかにすることを求める。 

（他、同趣旨意見３件） 

事業実施区域内の巨石については、今後調

査を行って分布状況を踏まえたうえで設計

を行ってまいります。施工中に発生した岩

石については、搬出可能な大きさまで破砕

し、撤去あるいは再生材として利用します。 

現地測量を行った上での方法書であった

はず。計画地全体に岩石はあります。 

破砕方法によっては大きな災害を招きま

す。 

平成 30 年 7 月に広島市で発生した土石

流により 79名の死者がでた。地質は計画

地のシラスと類似の真砂土であった。真砂

土に包含された花崗岩のコアストーンが

住宅地まで崩落してきた。計画地には巨石

がシラスに包まれた地質であり、無謀な計

画である事は明らかである。 

141 

巨石 

５号調整池からの流木水路として図示し

ている場所は、大きな石が存在する危険箇

所である、地権者の了解を得たか。 

５号調整池の流末の湯之宮地区の沢につい

ても調査を行い、安全性を確保した設計を

行います。 

地権者の了解を得たかを聞いています。 

方法書に記載された流末経路の地権者は

この構想を認めません。 

142 

設備計画 

太陽光パネルの固定方法を明らかにすべ

き。スクリュー杭は地面が硬すぎると打ち

込めず、柔らかすぎると台風で抜けたり、

架台とパネルの重さで沈んでしまうなど、

近隣のシラス台地のパネル設置で多くの

問題が発生した工法である。また、スクリ

ュー杭を使うのであれば、亜鉛メッキの公

害についても明らかにすべきである。 

方法書縦覧終了以降に行う具体的な設計に

基づき、適切な固定方法を選定する予定で

す。 

方法書不備です。 

143 

設備計画 

バネルのイメージ写真では詳細がわから

ない。全て平坦に整地してパネルを設置す

ることを意味するのか。法面へのパネル設

置は行わないことの明記を求める。 

準備書段階ではフオトモンタージュを作成

し、パネルの設置イメージが分かるよう説

明します。なお、法で規定されている傾斜

角以上の法面には、太陽光バネルは設置し

ません。 

方法書記載のパネル設置情報は虚偽とい

う事になります。 
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144 

設備計画 

小型のPCSを設置するという理解で良い

か。大型の PCS は、かなりの「うなり音」

を発することは承知している。 

PCS については選考中ですが、仮に大型の

タイプ（集中型）を採用した場合、民家から

遠く離れた位置に設置しますので、作動音

は問題にならないと考えております。 

方法書には小型 PCS が記載されている。

虚偽記載である。 

PCS のうなり音が近隣に響く事になりま

す。 

145 

設備計画 

白土方面からダイワリゾートヘの道路は

生活道路である。ここの道路にもパネル設

置が計画されている。地域の利便性を損な

う行為は許せない。 

ご指摘いただいている道路は私有地を含ん

ではおりますが、皆様のご不便にならない

ように代替道路の準備等を検討する予定で

す。 

 

146 

設備計画 

方法書にパネルの写真があるが、今回設置

される場所はこのような場所ではなく、急

傾斜な土地を造成した土地で、周囲の景色

も全く異なります。もっと現実に近い背景

の写真を掲載してください。 

ご指摘いただきました写真は「場所」では

なく、「パネル」を説明するために掲載した

ものです。本事業での設置イメージについ

ては、準備書段階でフオトモンタージュを

作成して説明いたします。 

方法書に対する意見について言い訳が多

い。方法書の訂正を求める。 

147 

設備計画 

ソーラーパネルの架設工事による有害な

物質の使用はないか。パネルの架設の安全

性の保障はあるのか、ソーラーパネルの架

設工事の原材料を明示していただきたい。 

本事業では、各種規制に適合したパネルし

か採用しません。架設工事の原材料につい

ては、設計完了後に明示します。 

 

148 

維持管理 

当該事業者が 20 年間の事業維持管理を

遂行できるか証明されていない。 

今後、具体的な設計に基づき、適切な維持

管理計画を作成・実行する予定です。 

事業者の法人形態が合同会社で投資対象

である。質問に対し、住民の納得できる回

答を求める。 

149 

維持管理 

発電事業終了後、調整池の保守、洪水防止

の保守等をおざなりにすることは許さな

い。跡地利用は、霧島市、関係機関と協議

するにしても、洪水防止、環境保全対策の

明記を求める。 

発電事業終了後における調整池の保守、洪

水防止の保守についても、環境保全対策に

明記いたします。 

環境保全対策に明記したとしても、それを

保証する法人形態ではありません。 

150 

維持管理 

計画地内の倒木調査は行ったか、倒木が発

生すると土砂も流出する。残置森林の倒木

をどのように予測し、どのように対応する

か見解を聞きたい。 

倒木については、残置森林の維持管理の中

で対応してまいります。 

この質問は風向を承知しているかを問い

かけています。高低差の大きい法面が必然

的に作られます。法面が及ぼす風の影響調

査をすべきとの意図があります。 
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151 

発電事業終

了時 

最も怖いのは SEJ が倒産して、ソーラー

発電の管理を放棄することである。環境保

全のためには管理会社が存在していなけ

れば、全くの無責任の状況になりかねな

い。逆に県境破壊になり、地域の暮らしに

とって、危険性を伴う。 

管理会社については選定の上、環境保全等

の必要経費が発電収入の中から支払われ続

けるようなスキームを確立し、地域の皆様

に不安を与えることがないように計画しま

す。 

メガソーラー事業で頻繁な事業譲渡が行

われている事実がある。 

SEJ も例外ではありません。 

152 

発電事業終

了時 

跡地利用はその時点で検討するとありま

すが、パネル撤去後の広大な土地は「禿山」

であり、この土地の特性から植林は困難、

あるいは、非常にコストのかかるものとな

ります。跡地利用を「その時点で検討する」

というのは「計画」ではなく、無責任です。 

20年後の情勢（エネルギー事情・法規制等）

については分かりかねることから、現時点

で跡地利用を確定するほうが無責任と考え

ております。「その時点で」というのは、20

年後の情勢に合せて柔軟に対応するという

意味とご理解ください。 

存在しないかもしれない SEJですから答

えようがないのでしょう。 

153 

発電事業終

了時 

20 年後のパネル撤去費用に不安があり

ます。見積額を示して、その費用に相当す

る額を市に担保提供してください。 

現時点での概算費用は 470 百万円となっ

ており、事業中に積み立てる計画でござい

ます。 

具体的な方法の提示してください。 

154 

環境保全対

策 

作業中の砂埃等の軽減のための散水用の

水は、何処から持って来るのか。 

工事中は散水車を用いて砂埃の飛散防止を

行いますが、撒水車の給水について   

は場内での水源確保を柱に、施工業者が決

まり次第、決定します。 

場内の散水車への取水場所にはそれなり

の設備を作らねばなりません。場所を明ら

かにしてください。地元の農業用水の源流

の可能性が高いです。 

155 

環境保全対

策 

環境保全対策について、「・・・など」と

あります。ここにも「など」と言葉があり

ます。ほかに何があるのですか具体的に方

法のご説明くださるようにご意見いたし

ます。 

環境保全対策の内容は、予測結果及び詳細

設計を踏まえて具体化していきます。また、

現場では様々な事態が起こり得ます。「な

ど」という言葉には、工事業者のノウハウ、

その時点での最新の技術も取り入れ、現場

の状況に応じ、最適で臨機応変な対応を行

うという意味を込めていることをご理解く

ださい。 

 

 

手前みその見解です。優柔不断な気がしま

す。調整池に見られるように方法書の説明

が完全に杜撰です。信用できない業者だと

意見を書いたものの見解です。 
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環境保全対

策 

「原則」の文言を削除するとともに、「で

きる限り」、「努める」、「配慮する」、「可能

な限り」等の曖昧表現は適切な対策書とし

て認められない。 

現場では様々な状況に対して、臨機応変な

対応が求められます。当初計画していた対

策よりも、総合的に考えて、より適した対

応を採用することができるよう、このよう

な表現としております。これらは、同種の

図書で通常使用される言葉であり、問題な

いと考えております。 

問題ないと思っているのは事業者だけ。 

ちゃんとした言葉での説明を求めます。 

157 

環境保全対

策 

対象事業の目的に「事業の実施に当たって

は、防災や周辺環境との調和等に配慮す

る」との記載がある。まさにこの文言が

我々の最大の懸念である。具体的対策の実

施計画が見当たらない。 

具体的な防災、環境保全対策の計画は、方

法書手続き完了以降に検討していきます。 

驚きの見解です。 

「事業の実施に当たっては、防災や周辺環

境との調和等に配慮する」を最初に考える

べきです。 

158 

環境保全対

策 

環境保全対策で、以下の懸念がある。 

 建設機械等からの重油流出の対策が見

当たらない。 

 搬出入ゲートでのタイヤ等の土の払落

しは簡単ではない。 

 濁水濾過フィルターはすぐ目詰まりし、

機能しない。 

 転圧、締固めでシラス台地のガリー浸

食、土砂流出は防げない。 

 種子吹付では土砂流出は防げなかった

事例があり、すべて法面、平面に芝生張

りを鹿児島県が指導した事例がある。 

 伐根、チップ化した材は、埋め戻しに使

わないとの確約を求める。 

 地域住民の立ち入り調査権の保証を求

める。 

 建設機械等の日常整備点検を行い、重油

流出を防止します。 

 搬出入ゲートでの水圧洗浄機によるタイ

ヤ洗浄を行います。 

 濁水フィルターは適宜清掃を行って、目

詰まりを防止します。 

 ガリー浸食にも配慮した雨水排水対策

を、近隣の同種工事の事例も参考にしな

がら検討します。 

 植生工で浸食を防げない場合、吹付工、張

工、法枠工、権工、細工等の人工的な保護

工法を選定します。 

 伐根、チップ化した材は、埋め戻しには使

用しません。 

 施工中は安全に十分留意し、地域住民の

現地見学会を適宜実施します。 

 

見学会は求めていません。 

立入権を求めています。 
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環境保全対

策 

伐採樹木を再利用するためにチップ化し

て吹付工事の基盤材や濁水低減対策のフ

ィルターなどに利用すると記載されてい

るが、そのことによって盛土による軟弱な

地盤の強度になるのか。盛土による安全性

が確保できるのか極めて疑問である。 

盛土部が不安定となるようなチッブ材の使

用は行いません。 

 

160 

補償 

2019 年９月 27 日、千葉県市原市のダ

ム湖に浮かんだ太陽光パネルが燃える事

故がありました。計画地は周囲に住宅が多

く、森林に囲まれています。もし火災が発

生すると大惨事になります。計画されてい

るメガソーラーでは火災は発生しないと

確約できますか。補償はできますか。 

太陽光バネルの火災で周辺住宅に被害が及

んだ場合には、法律に基づいて対応いたし

ます。 

設置するパネルで火災発生の可能性につ

いて問いかけています。 

161 

補償 

地域住民の住戸への被害、農業被害、地域

インフラの被害、アユ漁への被害、下流:日

当山地区の浸水被害、海域への土砂流入の

被害、人的被害も想定される。今まで経験

したことのない雨量、台風などが発生する

ことは気象庁も警告し、対応を促してい

る。極めて多くの市民が被害を受ける。こ

れらの被害を補償する用意があるのか。 

造成によって、万一、近隣住民に風による

被害が発生したときに補償が出来るか。 

（他、同趣旨意見２件） 

災害発生に際しては、早急な原因調査・対

策検討を行い、当事業に起因するものであ

れば事業者にて補償いたします。 

当事業に起因しないとして否定の構えが

読み取れる。 

外資系会社は「それなら、裁判を」という

のが常套手段です。 

162 

補償 

この地域の山風は、通常でも強く散水で砂

埃の軽減は不可能である。霧島市牧園町の

メガソーラー建設工事で近隣の民家、特養

施設に砂埃が舞い、大きな被害を受けた。

砂埃発生の補償はするのか。 

砂埃の被害があった場合は、原因調査を行

い、追加対策を講じます。 

高低差の大きい法面が原因です。法面の場

所の提示を重ねて申し入れます。 

場所が未確定のままで行う環境影響調査

は無意味です。 
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163 

その他 

 霧島市が当該計画について様々な観点

から反対を表明しているにも関わらず

当該計画が正当性を持つと考える理由

は何か。 

 霧島市との議事録のなかの事業者発言

として、「霧島市が反対を表明するなら

ば、素直に受け止める」、「1 割以上の住

民が反対した場合、手を引くことは構わ

ない。」とされている。霧島市長、霧島市

議会が反対し、地元住民は霧島神宮、地

域企業、水利組合、自治会、内水面漁協

など、こぞって反対意思を表明してい

る。企業として責任ある動きを求める。 

 地元の市長、市議会、地元住民が反対表

明している事の重大さを認識してほし

い。 

ご意向については重く受け取っておりま

す。反対の「理由・懸念点」を重々確認させ

ていただき、どのようにその「解決策」を考

えているかをお示しして行きたいと考えて

おります。 

「1 割以上の住民が反対した場合、‥」と

いう発言については、我々が本事業を査定

している段階で、同席していた他の事業者

が発言されたものです。 

なお、本事業用地は、弊社が他社より譲り

受ける前、国が定めた制度に基づき、既に

太陽光発電用地として経済産業省より正式

に認定されていた土地であることもご理解

いただければと思います。 

霧島市、霧島市議会、地域住民が反対して

も事業を行いますと言う意思表示です。 

「1 割以上の住民が反対した場合、‥」は

他社の発言と述べているのも事業を進め

たいと言う意思の表れでしょう。 

計画地を取得以前に発電 ID が認定されて

いたから問題ないとの主張はおかしい。 

計画地が土地ころがしの様相で転売が繰

り返された事は承知しているはずであり、

設備認定の取得が行われていたから土地

を取得したはずです。 

太陽光発電を投資対象と見なして事業展

開を行っているのがＳＥＪです。 

164 

その他 

計画地は、単に霧島山系一帯の山裾を切り

開く点において、鹿児島、日本の宝を切り

刻む点において、地元住民の皆さんに限ら

ず、鹿児島の、日本国民の心をも踏みにじ

る点において許すべからざるものである。

単に日本の宝である景観喪失ではなく、日

本の心を失うものである。 

我々といたしましては、全ての土地が国に

とって貴重なものであり、貴賤なきものと

考えております。当該地域においても、既

に他の開発事業が先行して許可・実施・運

営されているという現実も踏まえ、同様の

法的プロセスを踏みながら地球温暖化防止

に寄与して行きたいと考えております。 

なお、本事業用地は、弊社が他社より譲り

受ける前、国が定めた制度に基づき、既に

太陽光発電用地として経済産業省より正式

に認定されていた土地であることもご理解

いただければと思います。 

 

山をいじくりまわすのは罰あたりと思う

のは地域住民であり、それを無視して投資

対象と考えるのが外資です。 

「地球温暖化防止に寄与」などとおっしゃ

いますが、再エネ賦課金を狙った投資事業

であることをお認めになったらいかがで

すか？ 
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その他 

市長や市議会が正式に反対表明している

ことによって、大幅な計画案の見直しや白

紙撤回も含めて、その検討を専門家も含め

てどのようにされたのか。具体的に専門家

を含めて検討されたことを教えて頂きた

い。 

専門家の意見については、有識者で構成す

る経済産業省の環境審査顧問会及び鹿児島

県の環境検討会で意見を聴取するほか、今

後、必要に応じて各専門家に個別に意見を

うかがってまいります。 

霧島市長、霧島市議会、地元がこれほど、

反対の意思を表明しても、従いませんとの

見解と受け取らざるを得ません。 

 


